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S A B C

大項目別
Ｓ　（年度計画を

　　　上回って実施）
Ａ　（年度計画を
　　　十分に実施）

B　（年度計画を十分に
実施できず）

Ｃ　（年度計画を
　　実施せず）

Ⅰ　教育・研究等の質の向上 4 81 0 0 85 100.0%
(事務局確認） 4 81 0 0 85 100.0%

１　教育 1 34 0 0 35 100.0%

(事務局確認） 1 34 0 0 35 100.0%

２　学生支援 0 24 0 0 24 100.0%

(事務局確認） 0 24 0 0 24 100.0%

３　研究 2 13 0 0 15 100.0%

(事務局確認） 2 13 0 0 15 100.0%

４　地域貢献産学連携 1 10 0 0 11 100.0%

(事務局確認） 1 10 0 0 11 100.0%

Ⅱ　業務運営の改善・効率化 0 10 0 0 10 100.0%
(事務局確認） 0 10 0 0 10 100.0%

Ⅲ　財務内容の改善 0 6 0 0 6 100.0%
(事務局確認） 0 6 0 0 6 100.0%

Ⅳ　自己点検・評価 1 4 0 0 5 100.0%
(事務局確認） 1 4 0 0 5 100.0%

Ⅴ　その他 0 11 0 0 11 100.0%
(事務局確認） 0 11 0 0 11 100.0%

合　　計 5 112 0 0 117 100.0%
(事務局確認） 5 112 0 0 117 100.0%

確認結果一覧

計 S・Aの比率
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□ 全体評価（全体的実施状況） 

１ 業務の実施状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ はじめに 
  本業務実績報告書は、地方独立行政法人法第７８条の２第１項の規定に基づき、埼玉県地方独立行政法人評価委員会の評価を受けるため、公立大学法人埼玉県立大学

の平成２９年度の業務実績について自己評価を行った結果を取りまとめたものである。 

 

２ 業務の全体的な実施状況 

（１）業務の実施状況 

全体的な実施状況は、１１７項目にわたる小項目のうち、年度計画を上回って実施している（Ｓ評価）項目が５項目（4.3％）、年度計画を十分に実施している（Ａ

評価）項目が１１２項目（95.7％）、年度計画を十分には実施していない（Ｂ評価）項目が０項目（０％）、年度計画を実施していない（Ｃ評価）項目が０項目（０％）

という結果であった。 

 

 （２）大学の教育研究等の質の向上に関する取組み 

  ア 教育 

【学士課程教育】 

     教育開発センターではカリキュラム・ポリシーに基づいた次期カリキュラムについて検討した。また、ディプロマ・ポリシーに基づく学修成果の把握方法につ

いて検討した。 

     【博士前期課程・博士後期課程教育】 

       大学院教務委員会では研究科における現行の教育研究上の目的や教育目標、３つのポリシー等を見直した。また、見直した結果を踏まえ、博士前期課程の院生

の科目履修の選択の幅を広げる新たなカリキュラムに改定した。 

【入学者受入方針】 
新たなアドミッション・ポリシー（入学者受入れ方針）について、大学案内等を通じて受験生等に発信するとともに、アドミッション・ポリシーに基づいた入学者選抜試

験を実施した。 

    【教育研究環境の整備】 

情報センターでは、ＩＣＴ化に対応した教育研究環境を整備するため無線ＬＡＮ環境整備を行っている。平成２９年度は、情報センター内の情報ラウンジに無

線ＬＡＮ環境を整備した。 

また、e-learningを活用した授業展開を支援するため、e-learningコンテンツの作成を支援（６件）した。 

  イ 学生への支援 

    学生支援関係では、学生生活アンケートを平成２９年３月～５月に行い、その結果の検証を行った。 

    また、新たな取組としてサテライトキャンパスを活用した、同窓会、病院と連携したホームカミングデー（卒業生活動報告会及び交流会）を開催し、卒業生への

キャリア形成支援のための情報提供及び卒業生間の交流の促進を行った。 

就職支援関係では、新たに、公務員対策として一次試験対策講座、幼稚園教諭対策として面接対策講座を開催した。また、県内で活躍する専門職を学内に招いて 

県内自治体や仕事の魅力を伝える講座の充実等により県内就職の取組を推進した。 
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ウ 研究 

     学内の研究能力を高め、相談・支援機能を強化するため、外部資金による研究実績が豊富な教授２名を採用し、研究開発センターに配置した。同センター教授を中

心に厚生労働省の調査研究事業２件の採択を受けたほか、外部資金の獲得等に向けた学内研究者への個別支援等を行った。 

エ 地域貢献、産学官連携及び国際交流 

認定看護師教育や多職種連携に関する教育、専門職の研さんや資格更新のサポートなどのキャリア教育を実施し、地域の保健・医療・福祉人材の資質向上に貢献

している。また、民間企業及び行政からの受託研究や、民間企業との共同研究に積極的に取り組んだ。 

 国際交流においては、山西医科大学、北京大学、香港理工大学、クイーンズランド大学、チューリッヒアプライドサイエンス大学等と留学生等の相互派遣を順次実

施するなど、国際交流の拡充を図った。 

 

（３）業務運営の改善及び効率化に関する取組み 

スタッフ・ディベロップメントを推進するため、事務職員人材育成プランに基づき計画的な職員研修を実施するとともに、役員、教員及び事務職員等を対象に大

学運営全般に関わるテーマについて、３回の研修会を開催した（延べ３０８人参加）。 

 

（４）財務内容の改善に関する取組み 

自己収入の確保、経費の抑制、資産の運用管理に総合的に取り組んだ結果、中期目標を上回る４４．７％の自主財源比率を達成した。 

 

（５）自己点検・評価及び当該情報の提供に関する取組み 

ア 評価の活用 

  平成２９年度計画については、３ヶ月に１度、理事会等に進捗状況を報告し外部委員からの意見も踏まえて、その後の業務に活用した。 

また、平成３０年度受審予定の認証評価に向けて自己点検・評価を実施し、大学基準との整合性を確認の上、明らかになった組織・運営上の課題については、速

やかに改善措置を行うとともに平成３０年度計画にも反映することとした。 

なお、教員が年度ごとに自己の活動結果を点検するため、「教員の教育研究等業績」をホームページ上に公表した。 

イ 情報公開の推進 

    ホームページで、オープンキャンパスなどの大学のイベント情報等を積極的に発信している。 

１１月１日に公開した新ホームページでは、動画・写真等を効果的に使用するなど見やすいページ構成とした。また、新たに在学生・卒業生インタビューを掲載するなど、

受験生向けコンテンツの拡充も行った。 

 

（６）その他の業務運営に関する取組み 

男女共同参画推進委員会では、妊娠・出産・子育て・介護への支援を充実するため、学内に相談員を設置することとした。また、学内の男女共同参画に対する機運を醸成す

るため、外部講師を招き研修会を実施した。 
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２ 財務その他の状況について 

 

 

 

 

 

 

３ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   平成２９年度は、経費節減を進める一方、授業料収益や財産貸付料収益の確保、受託研究等収益からの外部資金の獲得努力により、２４７百万円の総利益を計上す

ることができた。 

   前年度までの経営努力により積み立てた積立金７億７千９百万円については、教育研究の質の向上及び組織運営の改善のための業務の財源として活用していくこと 

  が期待される。 

   一方で、経済情勢は依然として先行き不透明であり、大学間競争は一層激しさを増していくことが予想される。そのため、経費節減や外部資金の獲得等、財務状況      

   のさらなる改善に取り組んでいく必要がある。 

 

特になし 
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

 （１）教育の内容等に関する取組 

ア 学士課程 

中期目標 １ 教育に関する目標 (１)教育の内容等に関する目標 ア 学士課程における教育 

 共生社会の構築に貢献し、保健・医療・福祉の分野において人間の尊厳に立った実践ができる人材を育成する。 

 そのため、豊かな人間性と確かな倫理観を基盤に、幅広い知性と複合的な視野から諸課題に向き合える市民としての教養と高度な知識と技能を備えた 

専門性、関連職種との連携を主体的に実践できる能力を涵養する。 

 

 中期計画  年度計画 業務の実績 自己評価 事務局確認 備考 

 (１)教育の内容等に関する取組 

 ア 学士課程 

 学士課程教育において目標とする人材を養成

するために、次の事項に取り組む。 

(ア) 卒業までに涵養する能力の明確化  

社会状況等の変化に応じたディプロマ・ポリシー

の見直しを行い、涵養すべき具体的能力を明確に

する。 

(イ) 重点目標を定めたカリキュラム改革  

ａ 本学の基本理念・教育理念を踏まえた教育目

標から重点目標を定め、中期目標に示された人材

を育成するためのカリキュラム改革を行う。 

ｂ 教育効果の向上や臨地実習の円滑化に対応

できる学年暦及び時間割を編成する。 

ｃ 「連携と統合」を目指す教育を充実・発展さ

せる。 

 (ウ) 臨地実習の円滑な運営 

臨地実習施設の安定的確保など、臨地実習を円滑

に進めるための取組を促進する。 

 

◆１ 新たなディプロマ・ポリシーで定める水

準に学生が到達したかどうか、学修成果を測

定する方法（アセスメント手法等）を検討す

る。 

 

◇ 教育開発センターにおいて、学習成果の測定

方法に関する情報収集及び検討を行っている。

（４月～） 

◇ 学内の学科等が行っている学修成果の測定方

法等の先行事例を参考に、それらの取組の全学

的な導入について検討することとした。（９月） 

◇ 学修成果の把握に向けて卒業研究や卒業判定

会議等における評価基準を整理するとともに、

アセスメントに係る全学的な考え方を検討する

こととした。（１２月） 

◇ ３月１６日に開催された教育開発センターフ

ォーラムにおいて本学の学習成果に対する取り

組み状況に関する調査結果を全学に報告した。

（３月） 

Ａ Ａ  

◆２ 新たなカリキュラム・ポリシーに基づい

た次期カリキュラムを策定する。併せて、科

目の順序性や関連性を明確にするためのカリ

キュラムマップも作成する。 

  

◇ 教育開発センターにおいて、共通科目の枠組

み案を策定し、教育開発委員会で示した。（６月） 

◇ ７月３日に開催された教育開発センターフォ

ーラムにおいて次期カリキュラムの枠組み、単

位数などの他、カリキュラムマップのイメージ、

ナンバリングの作成方法等を示した。（７月） 

◇ 教育開発委員会において各学科・専攻から新

Ａ Ａ  
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たなカリキュラム案が提示された。（９月）   

また、次期カリキュラムは１２月の教育開発

委員会で審議し、本年度中に理事会等での協議

を経て確定するスケジュールが確認された。（９

月） 

◇ 教育開発委員会において新たなカリキュラム

案が承認された。（１２月） 

◇ 教授会・教育研究審議会・理事会において、

新たなカリキュラム案が承認された。（３月） 

◇ ３月１６日に開催された教育開発センターフ

ォーラムにおいて科目群ごとのカリキュラムマ

ップの案を全学に報告した。（３月） 

◆３ 他学の調査結果や本学の課題を踏まえ、

新たなカリキュラムに適した学年暦及び時間

割を検討する。 

 

 

◇ 昨年度の調査結果等に基づき、教育開発委員

会で具体的な議論を進めることとした。（６月） 

◇ 教育開発委員会において平成３１年度の学年

暦を検討した。（９月） 

Ａ Ａ  

◆４ 保健医療福祉科目の課題を踏まえ、より

「連携と統合」に資するよう設置する科目、

科目の内容、配当時期等を決定する。 

◇ 教育開発センターにおいて、保健医療福祉科

目における選択必修科目の枠組み変更及びＩＰ

Ｗ論、ＩＰＷ演習の配当時期を変更する案を策

定した。（６月） 

◇ ６月に策定した案を基礎に次期カリキュラム

の検討を進めている。（９月） 

◇ 教育開発委員会において新たなカリキュラム

案が承認された。（１月） 

◇ 教授会・教育研究審議会・理事会において、

新たなカリキュラム案が承認された。（３月） 

◇ ３月１６日に開催された教育開発センターフ

ォーラムにおいて保健医療福祉科目の概要、配

当時期等について全学に報告した。（３月） 

Ａ Ａ  
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◆５ 連携先施設との具体的な取組を進めると

ともに、県立病院以外の臨地実習施設とも連

携を強化していく。 

◇ 教育開発センターにおいて、連携先施設の具

体的なニーズを調査することとした。（６月～２

月） 

◇ 県立精神医療センターにおいて本学教員が病

院看護部の研究指導や看護部現任者の研修会講

師を行う一方、病院側は精神看護学実習の病棟

受入人数拡大や本学授業（精神看護学Ⅱ）の演

習指導に協力するなど、連携体制を強化した。 

◇ 各学科で臨地実習指導者研修会等を実施し、

実習施設の指導者向けに情報提供や公開講座を

開催した。 

◇ 実習教育懇談会を開催し、連携強化を進める

取り組みや実習先からの要望・課題について、

各学科・専攻で検討した。（２月） 

Ａ Ａ  

イ 博士課程 

中期目標 イ 博士課程における教育 

 博士前期課程においては、自らの専門分野に関する諸問題に対し、多職種の知識と技術を連関させる学際的な思考を基に実効性・有効性のある解決方法を立

案できる能力を有し、保健・医療・福祉の分野の高度な専門的知識を有する職業人、研究者又は教育者として、持続的に人々の健康と生活を支えることができ

る人材を育成する。 

 博士後期課程は、自らの専門分野に関して、多職種の知識と技術を高度に連関させる学際的な思考を基に国際的視野に立脚した先端的研究を推進する能力を

有し、高度な専門的知識を有する職業人、研究者又は教育者として、独創性ある健康科学の理論及び技術を開発できる人材を育成する。 

中期計画 年度計画 業務の実績 自己評価 事務局確認 備考 

イ 博士課程 

 (ア) 博士前期課程  

ａ 保健・医療・福祉分野における高度専門職業

人を育成するため、引き続きリカレント教育の推

進に資する教育課程の運用を図る。 

ｂ  保健・医療・福祉分野における研究者及び教

育者の養成を進めるため、学士課程教育との連続

性及び後期課程教育への発展性を考慮したカリ

キュラムへと見直す。 

 (イ) 博士後期課程 

◆６ 院生の履修利便性の向上のため、サテラ

イトキャンパスの活用を促進するなど、引き

続きリカレント教育に資する時間割を編成す

るとともに、収集・分析したカリキュラム上

の課題等を踏まえ、博士後期課程完成年度後

のカリキュラムを検討する。 

◇ 大学院教務委員会において、博士後期課程完

成年度後を見据えカリキュラムを検討すること

とし、検討方針、スケジュールを定めた。（６月） 

◇ 大学院教務委員会において定めた検討方針、

スケジュールに基づき次期カリキュラムの検討

を行い院生の科目履修の選択の幅を広げる新た

なカリキュラム案が承認された。（７月～１１

月） 

◇ 土曜日開講やサテライトキャンパスの活用な

ど、院生の履修利便性に配慮した時間割を編成

した。（１２月） 

Ｓ Ｓ  
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ａ  完成年度に向け設置の趣旨に沿った教育課

程の適切な運用を図るとともに、必要な点検を行

う。 

ｂ  完成年度以降の発展的教育課程の見直しを

円滑に行うため、開設初年度から教育課程の評価

を行う。 

◇ 大学院教務委員会において学則及び大学院履

修規程の改正が承認された。（１２月） 
◇ 研究科教授会、教育研究審議会、理事会での
検討を経て、学則及び大学院履修規程を改正し、
当初の計画を前倒ししてカリキュラム改正を実
施した。（３月） 

◆７ 学士課程・博士後期課程との連関性に配

慮した科目とその配置の素案に基づいて、カ

リキュラム及び履修モデルを検討する。 

◇ 前年度に示した素案に基づき、大学院教務委

員会において定めた検討スケジュールに基づき

検討を進めている。（９月） 

◇ 大学院教務委員会において、学士課程・博士

後期課程との連関性に配慮した新たな科目の開

設が承認された。（１０月） 

◇ 大学院教務委員会において学則及び大学院履

修規程の改正が承認された。（１２月） 

◇ 研究科教授会において学則及び大学院履修規

程の改正が承認された。（１月） 

◇ 平成30年度のシラバスから学士課程・博士後

期課程との連関性に関する記載を行うこととし

た。（１月） 

◇ 教育研究審議会、理事会において新たなカリ

キュラム案が承認された。（３月） 
◇ 連関性をイメージするための履修モデルにつ

いて専攻ごとに作成し公表する方針とした。（３月） 

Ａ Ａ  

◆８ 整備した運営手続きに則って博士論文審

査会を適正に運営する。また、設置計画に基

づいた適切な時間割を編成するとともに、開

設初年度から収集・分析した課題を踏まえて、

完成年度以降のカリキュラムを検討する。 

◇ 整備した運営手続きに則って博士論文審査会

の運営を行っている。また、博士前期課程のカ

リキュラム検討と並行して、完成年度以降のカ

リキュラムを検討している。（９月） 

◇ 本学で初めてとなる２名の博士論文審査会を

適切に運営した。（１０月） 

◇ 設置計画に基づき、適切な時間割となるよう

大学院教務委員会で検討した。（１２月） 

◇ 博士論文審査の実施結果を分析し、次年度の

実施方法を決定した。（１月） 

◇ カリキュラム上の課題をより具体的に検討す

るため、修了者に対してヒアリング調査を行い、

大学院教務委員会で課題の検討を行った。（２月） 

Ａ Ａ  
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◆９ 前年度に明確化した博士論文の学術水準

の指標に基づき、博士論文の完成に向けた指

導を行うとともに、基準の妥当性についての

課題を収集・分析する。 

◇ 明確化した博士論文の学術水準に基づき、２

名の博士論文審査申請について、大学院教務委

員会において審査した。（６月） 

◇ 博士論文審査会を１０月に開催することと

し、審査後に学術水準の基準の妥当性について

検討することとした。（９月） 

◇ 本学で初めてとなる２名の博士論文審査会を

適切に運営した。（１０月） 

◇ 博士論文審査の実施結果を分析し、次年度の

実施方法を決定した。（１月） 

Ａ Ａ  

◆10 収集・分析した博士（健康科学）の学位授

与に係るカリキュラム及び博士論文特別研究に

関する課題等を踏まえて、完成年度以降のカリ

キュラムを検討する。 

◇ 完成年度以降のカリキュラム検討の基礎とし

て、現行の博士後期課程の教育研究上の目的や

教育目標、３つのポリシー等の検証を行った。

（９月） 

◇ 大学院教務委員会で検討した結果、博士後期

課程の教育研究上の目的等を改正することとし

た。（１２月） 

◇ 教授会・教育研究審議会・理事会の検討を経

て、博士後期課程の教育研究上の目的等を改定

した。（３月） 

Ａ Ａ  

ウ 入学者受入方針 

中期目標 ウ 入学者受入方針 

 アドミッション・ポリシー（大学が求める学生像）を広く社会に発信し、目的意識や学習意欲の高い人材、多様な経験を持つ社会人をはじめとする優れた資質

を有する学生を積極的に受け入れるとともに、その成果を検証し、必要に応じて見直しや改善を図る。 
 

中期計画 年度計画 業務の実績 自己評価 事務局確認 備考 

ウ 入学者受入方針 

 （ア）学部 

  ａ アドミッション・ポリシーに基づいた

入学者選抜試験の実施 

  本学が求める学生像と入学者に求める能力

及びその評価方法をアドミッション・ポリシー

◆11 入学者選抜要項・募集要項の記載内容や

入学者選抜試験の評価基準が新たなアドミッ

ション・ポリシーに適合しているかどうか検

討し、必要に応じて見直しや改善を図る。  

◇ 新たなアドミッション・ポリシーに適合する

よう入学者選抜要項・募集要項の記載内容を見

直した。（４月） 

◇ 面接試験の評価基準等の見直しを行い、３年

次編入、社会人特別選抜、推薦入試及び一般入

試で実施した。（１０～３月） 

Ａ Ａ  
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で明確に示し、それに基づいた入学者選抜試験

を実施する。 

  ｂ 入試広報活動の充実  

  本学のアドミッション・ポリシーにふさわ

しい入学者を確保するため、オープンキャンパ

ス、ホームページ、高校等での説明会、出張講

義、大学案内パンフレット等により、受験生に

対する積極的な広報活動を展開していく。 

  ｃ 入学者選抜方法の検証  

  入学者選抜方法と入学後の成績等との関連

についての多面的な調査を継続して行い、国の

高大接続改革の動向等を見極めながら、必要に

応じて見直しや改善を図る。 

 （イ）研究科 

ａ アドミッション・ポリシーに基づいた入学

者選抜試験の実施 

  博士前期課程及び博士後期課程のそれぞれ

について、本学が求める学生像、育成を目指す

人物像に基づいた入学者選抜試験を実施すると

ともに、必要に応じて見直しや改善を図る。 

 

ｂ 入試広報活動の強化 

  本学のアドミッション・ポリシーにふさわ

しい入学者を確保するため、大学院入試説明会

の開催及び関係機関への訪問説明を引き続き積

極的に行い、ホームページの充実を図り、大学

院独自の広報活動を強化する。 

◆12 ６月に１回、８月に２回のオープンキャ

ンパスを実施する。オープンキャンパス来場

者のデータ分析を行い、より効果的な入試広

報の方法を検討する。  

◇ ６月１１日に開催し、１，５２４人の来場者が

あった。 

◇ ８月５日、６日に開催し、２日間合計

５，４５８人の来場者があった。 

◇ アンケート結果等の分析を行い、次年度の入試

広報について検討した。（９月） 

Ａ Ａ  

 

◆13 スマートフォンサイトを含めたホームペ

ージの充実を図るとともに、大学案内や卒業

生のメッセージの入った高校向けチラシを配

付するなど、受験生に対して効果的な広報を

行う。 

◇ 新しいホームページの作成に向け、準備を開始

した。（４月） 

◇ 大学案内２０１８を作成し、県内外の高校（約

１，５００校）に配布した。（７月） 

◇ 卒業生のメッセージ入りチラシを作成し、関係

高校への配布を行った。（９月） 

◇ 新しいホームページを公開し、在校生インタビ

ューを掲載するなど受験生を意識した内容とし

た。（１１月） 

Ａ Ａ  

◆14 高校訪問、大学見学の受け入れ、出張講

義等の広報活動を年間１２０回以上行う。特

に、大学見学の受け入れについては、これま

での施設案内だけでなく、相手方の要望に応

じて模擬講義や実習室見学などに対応するよ

うにし、本学の魅力を積極的に伝えるように

する。 

◇ 高校訪問、大学見学、出張講義等を２３６件実

施した。（４月～３月） 

◇ 大学見学の受け入れでは実習室見学等を１９

件実施した。 

 

 

Ａ Ａ  

◆15 高校教員向け説明会を本学及び本学以外

の２会場で実施する。実施にあたっては、教

員の関心の高い入試情報について丁寧に説明

し、新たなアドミッション・ポリシーの周知

を図る。  

◇ 高校教員向け説明会を学内と学外（大宮ソニッ

クシティ）の２回実施した。 

 ６月７日   学内開催 参加者２８校 

  ６月２３日 学外開催 参加校４３校 

  説明会では、新しいアドミッション・ポリシー

を周知した。各学科・専攻ごとの個別相談を実施

し、きめ細かい説明を行った。 

Ａ Ａ  

◆16 引き続き平成29年度入学者のデータを入

力し、入試区分と成績等との関連について調

査を継続する。  

◇ 入試区分と成績等との関連について調査、デ

ータの蓄積を継続し、国の高大接続システム改

革の動きに適切に対応できるよう準備を進めた。 

Ａ Ａ  
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◆17 平成29年度初頭に示される予定の大学入

学志願者学力評価テストの実施方針について

の情報収集を進め、国の高大接続システム改

革の動きに適切に対応できるよう準備を進め

る。  

◇ 文部科学省から７月に実施方針が示されたが、

テストの詳細については引き続き、文部科学省、

大学入試センター、公立大学協会主催の説明会等

に参加し、情報収集を行った。 

◇ 本学で実施する入学試験の対応に向け、入試委

員会で検討した。（６月～３月） 

Ａ Ａ  

 

◆18 新たに３年次編入学の対象とした高等学

校専攻科に対して積極的に広報を行い、志願

者の確保に努める。  

◇ 専攻科を置く高校に大学案内と募集要項を送

付するとともに、オープンキャンパス等で周知し

た。 

Ａ Ａ  

◆19 編入学試験の今後のあり方を検討するた

め、２年次編入学を実施している他大学の状

況調査を行う。  

◇ ２年次編入学を実施する他大学の状況調査を

行った。（２月） 

Ａ Ａ  

◆20 入学者選抜要項・募集要項の記載内容や

入学者選抜試験の評価基準が新たなアドミッ

ション・ポリシーに適合しているかどうか検

討し、必要に応じて見直しや改善を図る。  

◇ 新たなアドミッション・ポリシーに適合する

よう入学者選抜要項・募集要項の記載内容を見

直した。（４月） 

◇ 面接試験の評価基準等の見直しをを行い、３

年次編入、社会人特別選抜、推薦入試及び一般

入試で実施した。（１０～３月） 

Ａ Ａ  

◆21 面接試験の評価基準が、新たなアドミッ

ション・ポリシーに適合しているかどうか検

討し、必要に応じて見直しや改善を図る。  

◇ 面接試験の評価基準等の見直しをを行い、３

年次編入、社会人特別選抜、推薦入試及び一般

入試で実施した。（１０～３月）。 

Ａ Ａ  

 

◆22 募集要項の記載内容や評価基準の内容に

ついて引き続き検討し、必要に応じて見直し

や改善を図る。  

◇ 英和辞典の持ち込みを可能にする見直しを決

定した。（４月） 

◇ 博士後期課程入試について、平成31年度入試か

ら英語試験に外部試験を導入し、平成32年度入試

から実施時期を３月から９月に変更することを

決定した。（９月） 

◇ 博士前期課程入試について、平成32年度入試か

ら英語試験に外部試験を導入することを決定し

た。（２月） 

Ａ Ａ  

◆23 平成28年度に引き続き調査を継続し、入

学者選抜試験の検証のためのデータを収集す

る。  

◇ アドミッション・ポリシーに適合しているか否

か、指導教員を対象にしたアンケートを実施し

た。（１月） 

Ａ Ａ  
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◆24 大学院入試説明会をオープンキャンパス

（６月）及び清透祭（１０月）と同日に２回

開催し、大学院志望者への周知を図る。  

◇ ６月オープンキャンパスの際に大学院入試説

明会を開始し、博士前期課程２４人、博士後期課

程２人の参加があった。 

◇ １０月清透祭の際に博士後期課程の説明会

を開催した。 

Ａ Ａ  

◆25 県内医療施設を対象とした博士後期課程

やＣＮＳ養成課程に関する広報を引き続き行

う。 

◇  県内医療機関、保健所、社会福祉施設等

１，０８４事業所に博士後期課程やＣＮＳ養成課

程のチラシを作成し送付した。（５月） 

Ａ Ａ  

◆26 平成28年度に見直したホームページにつ

いて、学内の学生や大学院入試説明会の参加

者にアンケート調査を行い、成果を検証する

とともに更なる充実を図る。  

◇ 大学院入試説明会の参加者及び大学院生に対

しアンケートを実施した。 

（１月） 

Ａ Ａ  

※ＣＮＳ養成課程 

特定の専門分野において卓越した看護実践能力を有し、日本看護協会の専門看護師認定審査に合格した者を専門看護師（ ＣＮＳ： Certified Nurse Specialist）という。

本学では、平成27年度から大学院博士前期課程に精神看護・小児看護・母性看護分野のＣＮＳ養成課程を設けている。 

 

  

（２）教育の実施体制等に関する取組 

ア 教育能力の向上 

中期目標 （２）教育の実施体制等に関する目標 ア 教育能力の向上 

   教員の教育能力の向上のため、ファカルティ・ディベロップメント（教育内容・方法を改善するための組織的な研究・研修などの取組）の実施体制を不

断に見直し改善する。 

 

中期計画 年度計画 業務の実績 自己評価 事務局確認 備考 

（２）教育の実施体制等に関する目標 

ア 教育能力の向上 

教員が新たな授業方法やＩＣＴ活用などのファ

カルティ・ディベロップメントに主体的に取り組

めるよう、組織的に支援する。 

 

◆27 学部・研究科それぞれで求められる教員の

資質を向上するためのＦＤ研修会を開催する

とともに、学外研修への参加を促進する。  

◇ 学部、大学院ともにＦＤ研修会（学部：年１

回、大学院：年２回）を開催することととした。

（学部：３月、大学院：前期９月 後期２月） 

◇ 新たに本学に赴任した教員を対象に、「本学に

おける IPE/IPW の取組」をテーマに新任教員研

修会を開催し、３５人の教職員が参加した。（６

月） 

Ａ Ａ  
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 ◇ 前期大学院ＦＤ研修会を「Ｒを用いた統計 

～一般化線形混合モデル実践編～」をテーマに

９月１２日に開催し、２６人の教職員が参加し

た。（９月） 

◇ 後期大学院ＦＤ研修会を「心理学における質

問紙調査法の留意点」をテーマに、２月１３日

に開催し、７１人の教職員が参加した。（２月） 

◇ 学部ＦＤ研修会を「データで学生を知り尽く

す 大学ＩＲとエンロールメント・マネジメン

ト」をテーマに３月５日に開催し、７１人の教

職員が参加した。（３月） 

◇ 授業改善に資する教員の自主的な学外研修へ

の参加を支援するため情報提供を行い、４件の

研修費用を補助した。 

◆28 各教員の授業改善のための授業評価アン

ケートを実施する。併せて、前年度に導入した

各教員の授業改善のための具体的な組織的支

援の取組を引き続き行う。  

◇ 学部の講義・演習等学内開講科目及び学外実

習科目において授業評価アンケートを実施し

た。アンケート結果は、即座に教員各自の授業

改善を図ることができるよう Web を通じて教員

個々にフィードバックした。（前期：４月～８月、

後期：１０月～２月） 

◇ 博士前期課程の院生を対象に、年次に合わせ

た方法で前期授業評価アンケートを実施した。

（前期：７～８月） 

◇ 博士前期課程及び博士後期課程の院生を対象

に、指導教員を通じて後期授業評価アンケート

を実施した。（１月） 

◇ 授業改善に資する教員の自主的な学外研修へ

の参加を支援するため情報提供を行い、４件の

研修費用を補助した。 

 

Ａ Ａ  

 

イ 教育環境の整備 

中期目標  イ 教育環境の整備 

  学生の主体的な学習を促進するため、情報センターやＩＣＴ（情報通信技術）を活用した学習環境の整備を促進する。 
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中期計画 年度計画 業務の実績 自己評価 事務局確認 備考 

イ  教育環境の整備 

 (ア) 情報センター所蔵資料の充実 

学部生・大学院生の学修・研究環境を充実させ

るため、電子ジャーナル・データベースを含め、

情報センター所蔵資料の充実を図る。 

 （イ）情報センターの利用支援体制の整備 

ａ 情報センターの利用法、電子ジャーナル・

データベース利用者講習会を開催し、学生の自

主的な学修を支援する。 

ｂ 情報センターの開館を利用者のニーズに合

わせて柔軟に対応することにより学修環境を向

上し、ラーニング・コモンズ※としての利用促進

を図る。  

 （ウ）ICT化に対応した情報システムの整備 

教育効果を高めるため、ICT化に対応したシステ

ム整備、講義室等の既存の教育環境の機能向上

及び自己学修を含めたe-learningコンテンツの

充実を図る。また、タブレット端末の活用を促

進させる環境整備を行う。 

  

◆29 学内のニーズを随時把握するとともに、購

入方法のあり方等を検討し、本学に適切な図

書・雑誌・電子ジャーナル・データベースを購

入する。  

◇ 情報図書委員会（４、５、６、７、９、１０、

１１、１２、１、２月）にて、学内ニーズに基づ

いた図書を選定している。 

また、外国雑誌・電子ジャーナル・データベ

ースについては、１月及び 4 月の契約開始に向

けて、情報図書委員会にて契約タイトルの見直

しを行った。加えて和雑誌についても平成30年

度に向けて購読内容を見直した。 

Ａ Ａ  

◆30 情報センターの利用法、電子ジャーナル・

データベース利用者講習会を開催する。  

◇ 次のとおり講習会を開催した。 

・ 「情報センターの使い方」講習会（４、５、

１２月、３月） 

・文献検索、レポート論文の書き方（６、７、

８月） 

・外部講師による講習会（７、１０月） 

・ミニガイダンス（１１月、２月） 

Ａ Ａ  

◆31 利用者のニーズを踏まえ、情報センターの

開館日時を検討する。  

◇ 昨年度同様の開館日数を継続している。情報セ

ンター利用者数を調査しており、この結果を踏ま

え、開館日時を決定した。 

Ａ Ａ  

◆32 ラーニング・コモンズの場所の選定や運用

方法の検討結果を踏まえ、環境を整備する。  

◇ グループ研究室に電子白板を導入し（１２月）、

運用開始した（３月）。また、３台のＰＣ設置し

予約不要でグループ学習が可能な部屋を新たに

整備した（３月）。 

Ａ Ａ  

◆33 学内PCのあり方についての検討結果を踏

まえ、PCを設置する。  

◇ 調達のための一般競争入札を実施、業者と契約

を行い（１０月）、ＰＣ等機器を更新した（３月）。 

Ａ Ａ  

◆34 タブレット端末を活用した授業を行う実

習室等の無線LAN環境整備について、検討、実

施する。 

◇ 情報センター内情報ラウンジに無線ＬＡＮ環

境を整備した。（６月） 

 

Ａ Ａ  
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◆35 e-learningコンテンツの作成支援（５件

以上）を行うことで、e-learningを活用した

授業展開を支援する。 

◇ e-learningコンテンツの作成を支援した。 

（７件、３月） 

Ａ Ａ  

※ラーニング・コモンズ（文部科学省 用語解説より） 

 複数の学生が集まって、電子情報も印刷物も含めた様々な情報資源から得られる情報を用いて議論を進めていく学習スタイルを可能にする「場」を提供するもの。その際、

コンピュータ設備や印刷物を提供するだけでなく、それらを使った学生の自学自習を支援する図書館職員によるサービスも提供する。 

 

 

２ 学生への支援に関する目標を達成するための措置 

 （１）学習支援及び生活支援に関する取組 

中期目標 ２ 学生への支援に関する目標  （１) 学習支援及び生活支援に関する目標 

 学生の学習意欲を高め、安心・安全な学生生活が過ごせるよう、学習・健康・生活の相談を行うなど、学習支援や生活支援の体制の充実を図る。 

 また、経済的に修学が困難な学生に対する適切な支援を図る。 

 

 中期計画 年度計画 業務の実績 自己評価 事務局確認 備考 

（１）学習支援及び生活支援に関する取組 

 ア 学修・生活支援体制の充実 

 学生が安心・安全に学生生活を過ごせるよう、

学生担任制や学年間交流の活性化などにより、

学修支援、生活支援の充実を図る。 

イ 経済的に修学が困難な学生に対する支援 

授業料減免制度や本学独自の学費サポートロー

ン制度を適切に活用するなど、経済的に修学が

困難な学生に対して必要な支援を行う。 

 

◆36 学生アンケート結果を踏まえ、学年間交流

を各学科・専攻で年１回以上実施する。スムー

ズな大学生活をスタートさせるため、入学当初

に新入生全員を対象とした交流会を実施する。  

◇ 全ての学科・専攻及び大学院で学年間交流を

実施した。 

◇ 平成29年度時点の開催状況は、合計４０回で、

延べ３，２０６名が参加した。 

◇ ４月に実施した新入生を対象とした交流会に

は３７２名が参加した（新入生の９１．９％）。 

Ａ Ａ  

 

◆37 学生の満足度調査結果を検証し、学生担任

制度の充実について検討する。  

◇ 学生支援委員会において各学科・専攻から今

年度の担任教員の報告を行った（４月）。 

◇ 学生アンケート調査を４月に実施し、結果の

取りまとめを行った（６月）。 

◇ 学生アンケートの調査結果について、１２月

の教育研究審議会で報告を行い、学外ホームペ

ージへの掲載、学生・教員への結果周知を行っ

た。（１２月） 

Ａ Ａ  
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◆38 学生が抱える心身の問題に対応するため、

保健センター及び臨床心理士（カウンセラー）

による相談を実施する。また、要支援学生につ

いては、学科、保健センター・臨床心理士が緊

密な連携を図りながら、支援を行う。  

◇ 保健センターの臨床心理士から、学生相談につ

いて、学生支援委員会で報告を受けた

（４月、１０月）。 

◇ 健康診断のストレスチェックでフォローが必

要となった学生に対し、個別に連絡をとり、臨

床心理士による面談を実施した（～１２月６

名）。 

◇  保健センターの利用件数 ２，５５０名

（～３月） 

 そのうち、健康相談 ２８名（～３月） 

◇ 臨床心理士によるカウンセリング相談  

２０７名（～３月） 

◇  教職員を対象に保健センターの利用や大学生

のメンタルヘルスに関する研修会を開催（１２

月 ２０人参加） 

Ａ Ａ  

◆39 ボランティア活動、学生団体、大学祭等へ

の参加状況の調査結果に基づき、学生のニーズ

に合わせた支援策を検討する。  

◇ 学生アンケート調査を４月に実施し、学生支

援委員会において、学生アンケート調査の結果

に基づき、支援策について検討を行った（９月）。 

◇ 学生団体の代表者に対し、活動時の事故対応や 

保険加入についての説明会を実施した（６月）。 

◇ 大学祭の運営協議委員会に教職員が参加し、

進行管理についての助言を行った（６月～１２

月）。 

◇  県地域包括ケア課と連携し、「認知症サポータ

ー養成講座」を開催した（９月 ２２名 参加）。 

◇ 学生団体の代表者に対し、注意事項や事務手

続きについての説明会を実施した（１月）。 

Ａ Ａ  

◆40 学生の食生活の実態を踏まえ、食堂業者と

連携し、学生の食生活の充実と食育の推進を図

る。  

◇  食堂業者の協力を得て、メニューに「栄養表 

示」「バランス表示」を始めた（４月～）。 

◇  学生アンケート調査の結果を検証し、食堂業 

者との連携企画を検討した（７月～９月）。  

Ａ Ａ  
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 学生アンケート調査の結果を踏まえ、食堂業

者の選定を行った。（１１月） 

◇  食育事業の企画について、食堂業者と検討会

を開催した（１１月）。 

◇  食堂業者が学生を対象に実施したアンケート

の結果を学生支援委員会で報告した（３月）。 

◆41 授業料減免制度や本学独自の修学支援制

度を周知徹底するとともに、国の動向を見なが

ら、制度の見直しを検討する。  

◇ 授業料減免制度について、掲示板、学内 LAN

及び電子メールにより周知を図った。 

◇ 授業料減免の制度改正の動きについて近隣の

公立大学に対し調査を行った（６月）。 

◇ 本学独自の修学支援制度（学費サポートロー

ンの利子補給等）については、７月（前期授業

料分）及び１２月（後期授業料分）に対象学生

に説明を行った。 

Ａ Ａ  

◆42 引き続き日本学生支援機構等の公的団体

や病院等の民間団体の奨学金制度について、き

め細やかな情報提供を行うとともに、地方自治

体等が実施している給付型の奨学金について

も積極的に情報提供を行う。  

◇ 日本学生支援機構の奨学金について学生向け

説明会を開催した（４～５月、１１月～１２月）。 

◇ 新日本奨学会、エフテック奨学財団等民間団

体の奨学金について対象学生への周知・手続支

援（５～９月）。 

その他自治体や病院等の奨学金については、

電子メールや学内掲示板への掲載等、随時情報

提供を行っている（４～３月 ８５件）。 

Ａ Ａ  

 

（２）就職支援等に関する取組 

中期目標 (２)就職支援等に関する目標 

 ア 学生が、早い段階から将来への目的意識を明確に持ち、自己の将来設計を考えられるよう、就職や自立に向けたキャリア教育に積極的に取り組み、進路

決定率（就職・進学）１００％を目指す。 

 イ 県内就職先の新規開拓に積極的に取り組むとともに、就職に関する情報提供・相談体制の更なる充実を図り、平成３３年度までに県内就職率６０％を目

指す。 
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 中期計画 年度計画 業務の実績 自己評価 事務局確認 備考 

ア 進路決定支援 

就職や自立に向けたキャリア支援に資する教育

に引き続き取り組むとともに、学年担任教員等

による個別面接や国家試験対策指導等の更なる

充実など、きめ細かな進路支援を実施する。 

イ 県内就職の推進 

卒業生の協力を求め、全学的な体制のもと就職

ガイダンスや学内就職相談会等の充実を図るほ

か、新たに県やハローワークの協力を得て、学

生一人ひとりの意思を尊重しながら県内就職先

情報を学生に提供する方法を工夫するなど、県

内就職に関する取組の充実を図る。 

 

◆43 学生担当教員等による学生への個別面接

等を通じ、学生の就職活動状況を組織的かつ定

期的に把握し、学生の特性や希望に合った支援

を行う。  

◇ 各学科・専攻の進路支援プログラムに基づき学

生への個別面接、進路支援ガイダンス、進路希望

調査を実施した（４月）。 

◇ 進路が内定した学生から、就職・進学試験情報

連絡票及び卒業後の進路に関する報告書を提出

させ、就職活動状況の把握に努めた（６月～３

月）。 

◇ 各学科の就職内定状況については、８月から

学生支援委員会就職支援部会において定期的に

把握した。 

◇ 就職が決まらない学生に対し、ハローワーク 

越谷による学内就職相談会を開催した（１２月、

～３月）ほか、個別に求人情報の提供を行った。 

Ａ Ａ  

◆44 職種ごとの対策講座を充実させ、国家試

験、教員試験、公務員試験の合格率向上を図る。  

◇ 各学科・専攻に国家試験担当教員を配置し、

国家試験対策を実施した（４～２月）。 

◇ 教員試験対策として、教員科目担当者会によ

るガイダンス（３回２１名）、面接対策（２３回

３１名）、集団討論・論文対策（１３回６３名）

を実施した（～３月）。 

◇ 公務員対策として、事務局による公務員対策

講座や集団討論・集団面接練習会（４～７月 ３

回 ５６名）、外部業者による説明会（７月  

３８名）、越谷市採用説明会（７月 １１名）を

実施した。また、３年次向けのガイダンスや小

論文対策講座（１２～２月 ３回５９名）を実

施した。 

◇ 外部業者による公務員対策講座について、内

容の充実を図った（講座回数を２回から３回、

課題となっている一次試験対策用として「教養

科目の学習方法」についての講座を１１月に開

催 ２６名参加）。 

Ａ Ａ  
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◇ 幼稚園教諭志望の３年生に小論文対策講座

（１月 １７名）を実施した。 

◆45 引き続き県内で活躍する卒業生を招いた

就職活動スタートガイダンス（全学科・専攻）

や県内施設就職説明会（２回以上）を開催する

とともに、県内就職に対する意識を高める取組

を開催する。  

◇【就職活動スタートガイダンス実施状況】 

全学科・専攻でスタートガイダンスを実施し、 

３４名の卒業生を招き、在校生に対し現在の仕

事のやりがいや職場ＰＲなどの発表を行った。 

◇【就職説明会】 

理学・作業療法学科（８月 ９１施設）、看護

学科（３月 ２８施設）など１３回 

◇【施設見学】 

看護 病院バスツアー（８月）、検査技術科学専

攻検査センタ－（９月） 

Ａ Ａ  

◆46 福祉・医療に関する知識を活かし、県や市

町村などで活躍している専門職を学内に招い

て、自身が所属する自治体や仕事の魅力を学生

に直接伝える講座などを開催し、県内の自治体

等に就職するための動機づけを行う。  

◇  保健師志望者を対象に県保健師を招いた県説

明会を開催（４月 ２１名参加） 

◇  県内で活躍する福祉職、行政保健師、保育士

等の専門職を就職スタートガイダンス時に学内

に招いて、自治体の魅力を伝える機会を設けた。 

（６月 福祉職３名、保育士１名、８月 看護

師２名、助産師１名、保健師３名、養護教諭１

名、９月 臨床検査技師２名、１１月 理学療

法士１名、１２月 作業療法士１名 計１５名） 

◇  県内自治体に就職の決まった４年生に就職体

験談を発表してもらう場を設けた（１０月 看護

学科、１１月 社会福祉子ども学科）。 

Ａ Ａ  

◆47 ハローワークジョブサポーターによる学

内就職相談会の開催を継続し、学生一人ひとり

の意思を尊重しながら、県内就職先情報を確実

に学生に提供する。 

◇  ハローワークと連携し、医療福祉保健分野の

求人情報を就職資料室において学生の閲覧に供

している（６月～）。 

◇  ハローワーク越谷学卒担当と連携し、就職の

進め方講座（１０月１２名、１１月８０名）、学

内就職相談会（１２月 自由参加）を開催した。 

Ａ Ａ  
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◆48 県内の事業所・施設・病院を新規・定期に

訪問することで、県内事業所に学生をＰＲする

とともに、求人情報を把握するなど、信頼関係

構築に努める。また、他大学の就職支援につい

て調査を行い、県内企業の掘り起しなど、県内

就職につなげる支援策を検討する。  

◇  県内事業所の人事担当者と面談を行い、求人

情報を学科の就職担当教員に提供している（４

～３月 １１２社と面談） 

◇  埼玉県と連携し、県内企業で働く方を招いた

講座を開き、学生に県内企業の魅力を伝える機

会を設けた（６月 ４３名）。 

◇  看護学科が行うバスツアーに職員が同行。病

院との関係強化を図った（８月 県内３病院）。 

◇  平成30年度の就職支援事業の業務委託に向け

た準備を行った（企業開拓を委託事業に盛り込

む）。 

 

Ａ Ａ  

◆49 県内での教員採用に向け、県教育局等と積

極的な情報交換を実施するとともに、職員採用

に関する説明会を学内で開催するなど、教員志

向の高い学生の就職支援を強化する。 

◇  埼玉県・さいたま市公立学校教員採用説明会

を開催した（４～５月 延べ３７名参加）。 

◇  埼玉県、さいたま市、三郷市と臨時的任用に

ついて情報交換を行った（４～６月）。 

◇  県及びさいたま市の臨時的任用に関する説明

会及びさいたま市の採用選考試験説明会を開催

した（１１月 延べ３４名参加）。 

Ａ Ａ  

◆50 大学への求人票の件数の増加、及び学生の

活用利便性の向上を図るため、求人情報の提供

方法の改善を検討する。  

 

◇  求人票の情報提供方法について学生支援委員

会で検討を行った（４月）。 

◇  就職活動スタートガイダンス時に学生に求人

票の利用方法を説明し、有効活用を図った（６

月～）。 

◇  卒業生の県内就職先からの求人について、就

職相談室での掲示に加え、Ｗebclassへ掲載し、

周知を図った。 

◇  学生の活用利便性の向上を図る求人情報の提

供方法について検討を行い、民間システムの導

入を決定した（１２月）。 

 

Ａ Ａ  
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◆51 インターンシップの参加実態を把握し、県

内病院・事業所へのインターシップへの参加を

推奨する。 

◇  インターンシップの参加実態調査を４月に実

施した。 

◇  一般企業希望者を対象に、インターンシップ

参加前講座を開催した（６月 ２６名）。 

◇  県内自治体で実施しているインターンシップ

情報の情報提供を積極的に行い（４月～８月）、

参加を推奨した。 

◇  インターンシップ参加の事前届出を制度化

し、学生に周知を図った（７月～）。 

◇  インターンシップへの参加を希望する３年生

を対象に、事務局によるグループディスカッシ

ョン練習会を初めて開催した（７月 ５名） 

 

 

Ａ Ａ  

◆52 卒業生の就職状況から県内就職につなが

る要因を検証し、効果的な就職支援策を実施す

る。 

◇  ４年生全員に対し進路希望調査を実施（４

月）。 

◇  昨年度の卒業生について、入試区分や出身地

別に県内就職状況の分析を行った（６月）。 

◇  働いている職員の印象で就職先を決めた卒業

生が多かったことから、インターンシップへの

参加を推奨した（４月～）。 

◇ 平成30年度の就職支援事業の業務委託に向け

た準備を行った（１１月～３月 大学が行う就

職支援事業に対するコンサルティングを委託事

業に盛り込んだ）。 

 

 

Ａ Ａ  

 

 （３）障害のある学生に対する支援に関する取組 

中期目標 （３）障害のある学生に対する支援に関する目標  

障害のある人々に入学の機会を広げるとともに、障害のある学生が必要な支援を受けながら、修学目的を達成するための支援体制を構築する 
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 中期計画 年度計画 業務の実績 自己評価 事務局確認 備考 

(３)障害のある学生に対する支援に関する取組 

ア 障害のある人々の受験機会の拡大 

障害のある人々の受験の機会を拡大する観点か

ら、入学試験の際には、障害のある受験者の要望

に応じた合理的配慮を行う。 

イ 障害のある学生への支援 

障害のある学生の修学、学生生活全般についての

相談支援体制を整備し、大学全体として障害のあ

る学生への合理的配慮を行う。 

◆53 障害のある受験者への配慮の基本方針を

定め、障害のある受験者の要望へ個別に対応す

る。 

◇ 平成30年度入試における障害等のある入学志

願者への受験上の配慮について方針を決定し、

申出のあった受験者に対し個別に対応した。 

 

 

Ａ Ａ  

◆54 障害特性に応じた、障害のある学生を支援

する体制の充実を図る。全教職員に対する教職

員研修会を行い、障害のある学生支援について

の理解を深める。  

◇  研修会については年２回、障害に関する講座

及び事例検討会を開催する（１１月及び３月）。 

◇  障害のある学生への支援ガイドを作成し、Ｈ

Ｐに掲載するとともに希望者に配布した（８

月）。 

◇  学生及び教職員を対象とした研修会の実施

（１１月 ４３名参加、３月 ３３名参加） 

 

 

Ａ Ａ  

◆55 「障害のある学生への支援ガイド」に基づ

き、障害のある学生に対して合理的配慮の提供

を行う。ハローワークジョブサポーターによる

学生就職相談会等を活用し、障害のある学生へ

の就職支援を行う。  

◇  学生からの合理的配慮申請に基づき、障害学

生支援検討会を開催し、合理的配慮の内容を検

討、学長名で関係教職員に通知（６名対象）。 

◇  オープンキャンパスにおいて、入学希望者に

対して相談会を実施した（６月 相談者１名、

８月 相談者４名）。 

◇  ４年生に対しては、就職アドバイザーによる

個別相談やハローワークが主催する障害者就職

面接会を活用した就職支援を行っている。 

 

 

Ａ Ａ  

 

 （４）卒業生への支援に関する取組 

中期目標 (４)卒業生への支援に関する目標 

 卒業生が保健・医療・福祉の現場でさらに活躍するための、教育支援やキャリア形成支援を行う。 
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 中期計画 年度計画 業務の実績 自己評価 事務局確認 備考 

(４)卒業生への支援に関する取組 

保健・医療・福祉の現場で活躍する本学卒業生を

対象に、資格更新のサポートや最新の知識技術を

学ぶ講習会、キャリア支援を目的とした教員と卒

業生との交流会などを実施する。 

◆56 ホームカミングデー等の開催を通して、卒

業生間及び卒業生と教員との交流の促進を図

る。現在の卒業生向けのホームページやフェイ

スブックを活用しキャリア形成支援のための

情報提供を積極的に行う。 

◇ 昨年度に引き続き、１０月に大学・同窓会共

催の全学ホームカミングデーを清透祭時に開催

した（７０人参加）。 

◇ 併せて、卒業生を対象とした現況調査を実施

（９月～５，２３３通送付 ９３１件回答）、調

査で把握した卒業生情報を学務システムに入力

し、電子データ化を行っている。 

◇ フェイスブックにより卒業生向けの求人情報

を提供した（８月～ ６件）。 

◇ １２月、サテライトキャンパスを活用し、卒

業生による活動報告会及び交流会を開催（参加

者数 ２３人） 

 

Ａ Ａ  

◆57 保健医療福祉や教育の現場で活躍する卒

業生や関連専門職を対象に、講習や研修を実施

し、資格更新のサポートや最新の知識技術を学

ぶ場を提供する。 

◇ 産科看護職のための学習会をはじめとして、

本学卒業生や保健医療福祉従事者を対象とした

専門職講座を６７講座開講した。 

◇ 社会福祉士実習指導者講習会を２日間（６、

７月）、教員免許状更新講習を５講座（７、８月）、

開催した。 

◇ 認定看護師教育課程（緩和ケアコース）を開

講した。 

◇ 平成29年度後期の幼稚園教諭免許取得特例制

度における科目等履修生の募集を行った。（７

月） 

◇ 平成30年度前期の幼稚園教諭免許取得特例制

度における科目等履修生の募集を行った。（１

月） 

Ａ Ａ  
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◆58 平成31年度に予定している創立２０周年

記念事業の実施に向け、同窓会と協議・連絡調

整を行うなど連携強化を図る。 

◇ 創立２０周年記念事業実行委員会を設置し、

同窓会会長を委員とした。 

  また、実行委員会を開催し、同窓会の意見を

聞くなど協議を行った（６月、１２月に２回開

催）。 

【その他創立２０周年記念事業関係】 

◇ 実行委員会に部会（総務、企画、広報、協賛

事業）を設置し、それぞれの部会において事業

案の検討を行った（６月～）。 

◇ 実行委員会とは別に創立２０周年記念誌編纂

委員会を設置し、記念誌の編纂方針、目次案等

について検討を行った（３月までに４回開催）。 

  また、記念誌制作を円滑に進めるため外部業

者に委託を行うこととし、業者選定の手続を行

った（１月：公告、２月：業務受託候補者選定

委員会、３月：業者決定）。 

◇ ６月、１２月に実行委員会を開催し、各部会、

編纂委員会の取組状況について報告を行った。 

 

 

 

Ａ Ａ  

◆59 多くの卒業生が就職している病院の協力

を得て、同窓会、大学、病院（卒業生が実行委

員として参加）の連携によるホームカミングデ

ー等の事業を開催する。 

◇  学生支援委員会で事業計画案を策定し、６月

に県立小児医療センター、同窓会との打ち合わ

せ、９月に卒業生に対し、開催案内を送付。 

   また、多くの卒業生が就職している病院に対

し、卒業生への参加呼びかけの協力依頼を行っ

た（９月 １１病院）。 

◇  １２月、サテライトキャンパスを活用し、卒

業生による活動報告会及び交流会を開催（参加

者数 ２３人） 

 

 

Ａ Ａ  
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３ 研究に関する目標を達成するための措置 

 （１）研究の方向性及び成果に関する取組 

ア 研究の方向性 

中期目標 ３ 研究に関する目標 （１）研究の方向性及び成果に関する目標  ア 研究の方向性 

急速な高齢化の進行に伴う新たな保健・医療・福祉ニーズへの的確な対応など、地域の諸課題や時代の先端を見据えた実用的かつ実践的な研究に積極的に取

り組むとともに、各事業年度における科学研究費助成金の採択件数６５件を目指す。 

 

 中期計画 年度計画 業務の実績 自己評価 事務局確認 備考 

３ 研究に関する目標を達成するための措置 

(１)研究の方向性及び成果に関する取組 

 ア 研究の方向性 

（ア）他大学や他機関との連携も視野に入れな

がら、将来的な保健・医療・福祉分野の課題を

多面的な視点でとらえ、解決策を探求・提案す

る。 

（イ）研究開発センターにおいて、行政機関等

では困難な長期にわたる基礎・応用研究に、保

健・医療・福祉分野における地域貢献という観

点から取り組み、新たな知見や技術を創出する。 

（ウ）科学研究費助成金の採択に向け、各教員

が各々の専門分野における研究に積極的に取り

組む。 

◆60 保健・医療・福祉分野の課題解決に資する

研究など、大学として推進すべき研究課題を選

定し、研究開発センタープロジェクト等として

実施する。  

◇ 研究開発センターにおいて、地域包括ケアシ

ステムに関わる４つのプロジェクトを実施し

た。 

◇ 春日部市の武里団地を対象に、住民・行政・

大学が協働して取り組む健康づくりプログラム

の効果を経時的に検証する「武里団地における

住民主体の健康なまちづくり」を大学推進研究

としての研究を終了した。 

 

Ａ Ａ  

◆61 複数教員により研究グループを構成し、各

学科の専門分野もしくは学科横断的な研究を

研究開発センタープロジェクト等として実施

するほか、学外の研究機関と連携した研究を推

進する。  

◇ 学科を横断した研究グループによって行う研

究開発センタープロジェクトを３件、大学推進

研究を１件実施した。 

◇ 「未来創研」と共同で、「地域包括ケアシステ

ムにおける薬局・薬剤師の役割に関する研究」

を研究開発センタープロジェクトとして実施

し、報告書などを公表した。 

 

Ａ Ａ  

◆62 自治体や関係団体等との意見交換を行い、

地域のニーズにマッチした研究を実施すると

ともに、新たな研究を検討する。  

◇ 自治体や関係団体と連携しながら、地域包括

ケアシステムに関するプロジェクトを実施し、

報告書などを公表した。 

◇ 県福祉部・保健医療部と本県の保健・医療・

福祉分野における課題について意見交換を行っ

た。（６月） 

Ａ Ａ  
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◇ 平成 30 年度からの新規プロジェクトについ

て、県との意見交換等を踏まえ、多職種連携に

関する研究、がん対策に関する研究、地域をフ

ィールドにした研究の３件を実施する方向性を

決定した。（７月） 

◇ 上記新規プロジェクトについて、研究チーム

を構成し、具体的な研究計画案を策定した。（１月） 

◇  県保健医療部等と、来年度の調査研究事業の

受託に向けた調整を行っている。（６月～） 

◇ 在宅医療・介護連携をテーマとする研究開発

センターシンポジウムを開催し、県や地元医師

会等の関係者によるパネルディスカッションな

どを行った。（１月） 

◇ 新たな取り組みとして、研究開発センターセ

ミナーの開催を検討。（２月～） 

 

◆63 平成30年度の科学研究費助成金への応募

率を９０％以上とするとともに、研究開発セン

ターを中心に、科学研究費助成金採択率の向上

や大型の外部資金獲得に向けて取り組む。  

◇ 学内の研究能力を高め、相談・支援機能を強

化するため、外部資金による研究実績が豊富な

教授２名を採用し、研究開発センターに配置し

た。（４月） 

◇ 研究に関する個別ヒアリングや、研究につい

て自由に語り合う「研究カフェ」を開催した。（６

月～） 

◇ 厚生労働省の老人保健健康増進等事業に応募

し、２件採択された（採択額計２４，８２７千

円）。（６月、９月） 

◇ 県の産学連携研究開発プロジェクト補助金に

新たに１件応募し、採択された（採択額

２４，９５７千円）。（７月） 

◇ 平成30年度科研費応募に向け、文科省の科研

費改革についての学内説明会及び学内公募説明

会（研修会）を開催した。（７月、９月） 

Ｓ Ｓ  
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◇ 研究開発センター教授及び事務局による研究

計画書作成の個別相談を実施した。（９月～１０

月） 

◇ 平成30年度科研費への応募率は９４．７％と

なり、９０％以上を達成した。（１１月） 

 

 

 

 

◆64 若手研究者の平成30年度の科学研究費助

成金への応募率１００％とするとともに、採択

経験のない教員を対象とした個別支援の実施

など、採択率向上に向けて支援する。  

◇ ４月採用者に対して、原則として全員が科研

費に応募するよう周知するとともに、「研究活動

スタート支援」への応募を支援した。(４月) 

◇ 研究に関する個別ヒアリングや、研究につい

て自由に語り合う「研究カフェ」を開催した。（６ 

～９月） 

◇ 平成30年度科研費応募に向け、文科省の科研

費改革についての学内説明会及び学内公募説明

会（研修会）を開催した。（７月、９月） 

◇ 研究開発センター教授及び事務局による研究

計画書作成の個別相談を実施した。（９月～１０

月） 

◇ 平成30年度科研費への応募率は１００％を達

成した。（１１月） 

 

 

 

Ａ Ａ  

 

イ 研究成果の活用 

中期目標 イ 研究成果の活用 

研究成果については、大学の教育研究活動に反映させるとともに、本県が直面する保健・医療・福祉に関する諸課題の解決に還元するなど、研究成果の有効

活用を図る。 
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 中期計画 年度計画 業務の実績 自己評価 事務局確認 備考 

イ 研究成果の活用 

（ア）研究成果については、学内教員や学生など

に広く公開し、共有化を進めることで、学部、大

学院の教育研究活動に積極的に反映させる。 

（イ）学会や学術誌等での発表だけでなく、行政

機関や地域住民がわかりやすい形で情報発信を

行うことで、研究成果を県や地域に広く還元し、

県民の健康を支えるとともに、産学連携のさらな

る発展を目指す。 

◆65 教員の研究活動を取りまとめ、冊子や大学

ホームページへ掲載するなど研究成果を発信

するとともに、学部生の卒業研究指導教員の選

択に利用するなど教育活動に活用する。  

◇ 各教員の教育研究業績や科学研究費及び奨励

研究費での研究テーマ、研究開発センタープロ

ジェクトの概要等をホームページに掲載してい

る。 

◇ 教員の研究シーズを冊子にまとめ、ホームペ

ージに掲載するとともに、全学生にも周知した。

（６月） 

Ａ Ａ  

◆66 教員に対して学会等の招聘を勧奨し、大学

との共催と位置付けられるものは施設使用料

を免除するなどの支援を行う。  

◇ 大学との共催と位置づけられる学会等は、施

設使用料を免除することとしている。 

◇ 本学を会場として「第２２回日本徒手理学療

法学会学術大会」が開催された。（４月） 

◇ 本学を会場として「第１２回日本臨床検査学

教育学会学術大会」が開催された。（８月） 

 

Ａ Ａ  

◆67 学会発表や学術誌、学会誌を始め、大学ホ

ームページや業界誌などあらゆる機会を活用

し、奨励研究や共同研究等の研究成果を積極的

に発信することを奨励する。  

◇ 学会発表や論文投稿を奨励するための助成制

度を運用している。 

◇ 教員の研究シーズを冊子にまとめ、ホームペ

ージにも掲載した。（６月） 

◇ 研究に関する個別ヒアリングを実施し、論文

発表等に向けた助言を行なった。（６月～９月） 

 

Ａ Ａ  

  

◆68 研究成果を行政や産業界に発信したり、地

域住民向けの公開講座に反映するなどにより、

地域社会への還元や産学連携の発展につなげ

る。  

◇ 幸手保健所及び幸手市と連携し、幸手団地の

住民を対象に、地域と連携して健康相談や健康

に関する学習の場を設ける「健康づくり人材育

成事業」を実施している。 

◇ 「さいしんビジネスフェア２０１７」に出展

した。（６月） 

◇ 「イノベーション・ジャパン２０１７」に出

展した。（８月） 

◇ 埼玉北部地域技術交流会に出展した。（１０

月） 

Ａ Ａ  
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◇ 「彩の国ビジネスアリーナ２０１８」に出展

した。（１月） 

◇ 在宅医療・介護連携をテーマとする研究開発

センターシンポジウムを開催し、県や地元医師

会等の関係者によるパネルディスカッションな

どを行った。（１月） 

◇ 新たな取り組みとして、研究開発センターセ

ミナーの開催を検討。（２月～） 

 

 

 

 （２）研究の実施体制に関する取組 

中期目標 (２)研究の実施体制に関する目標 

  研究力の向上を図るため、弾力的な研究実施体制と全学的な研究支援体制の整備を図る。 

 

 中期計画 年度計画 業務の実績 自己評価 事務局確認 備考 

(２)研究の実施体制に関する取組 

  各教員の専門分野の研究支援やそれぞれの

研究の融合を図るとともに、行政機関や県民の

抱える課題解決のための研究を推進する体制を

整備する。 

 

◆69 奨励研究費の配分方法を変更し、科研費獲

得を目指す研究課題への日本学術振興会の評

価に基づく傾斜配分は維持しつつ、研究内容の

レベルアップと若手研究者の育成を図る。  

◇ 科研費に不採択となった研究を対象とする

「科研費コース」において、日本学術振興会の

評価に基づく傾斜配分を実施した。（６月） 

◇ 学内公募型の研究費については、採択要件を

厳格化し、競争性を高めて配分した。（４月） 

◇ ４０歳未満の若手教員を対象にした新たな学

内公募型研究費を創設した。（４月） 

◇ 平成30年度の募集に向け、研究期間２年の研

究区分を新設するなど、より適切な配分方法と

なるよう見直しを行った。（９月～１０月） 

◇ 平成30年度の募集を行い、審査の上、決定し

た。（１２月～３月） 

 

 

Ａ Ａ  
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◆70 科学研究費助成金の間接経費を活用して

共同実験室の環境整備や共同研究備品の購入

など研究環境の充実を図るほか、動物実験施設

の管理体制について検討する。  

◇ 研究環境の充実に資する事業案を各学科等か

ら募集した。（５月） 

◇ 各学科等からの提案内容等を踏まえ、間接経

費を活用した共同研究備品の購入を決定した。

（７月） 

◇ 引き続き、間接経費を活用した研究環境等の

整備について検討している。（７月～） 

◇ 動物実験施設の現状と課題についてヒアリン

グを実施した。（２月） 

Ａ Ａ  

◆71 科学研究費助成金の間接経費を活用して

事務補助員を雇用するほか、研究支援体制の充

実に向けた事業を行う。  

◇ 研究費の執行を担当する非常勤職員を３名雇

用している。 

◇ 科研費による研究を実施している教員を支援

する臨時職員を新たに雇用した。（４月） 

◇ 引き続き、間接経費を活用した研究支援体制

の充実について検討している。（７月～） 

 

Ａ Ａ  

◆72 奨励研究費を学内の相互評価による競争

性を高めて配分するとともに、より適切な研究

評価制度の構築と評価に基づく研究費の配分

方法を検討する。  

◇ 学内公募型の研究費については、採択要件を

厳格化し、競争性を高めて配分した。（４月） 

◇ 平成30年度の募集に向け、研究期間２年の研

究区分を新設するなど、より適切な配分方法と

なるよう見直しを行った。（９月～１０月） 

◇ 平成30年度の募集を行い、審査の上、決定し

た。（１２月～３月） 

Ａ Ａ  

◆73 知的財産権の獲得に向けた支援を行い、特

許権の新規獲得を目指す。 

◇ 昨年度特許出願を行った３件の発明について

出願審査請求を行い、特許庁による実体審査が

開始された。（４月） 

◇ 知的財産に関する講習会を開催した（１２

月）。 

◇ 出願していた３件の発明のうち１件の特許が

認められた（３月） 

Ｓ Ｓ  
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◆74 科学研究費助成金その他の競争的研究資

金の応募や申請に関する研修の実施、事務補助

員の配置など支援体制を継続するとともに、科

学研究費等外部研究助成の情報伝達と応募支

援体制を強化する。  

◇ 研究費の執行を担当する非常勤職員を３名雇

用している。 

◇ 外部研究助成の公募情報について、メーリン

グリストによる配信を行っている。 

◇ 研究に関する個別ヒアリングや、研究につい

て自由に語り合う「研究カフェ」を開催した。（６ 

月～） 

◇ 全教員を対象に研究状況に関するアンケート

調査を行い、研究活動の活性化に向けた課題を

抽出した。（６月～９月） 

◇ 平成30年度科研費応募に向け、文科省の科研

費改革についての学内説明会及び学内公募説明

会（研修会）を開催した。（７月、９月） 

◇ 研究開発センター教授及び事務局による研究

計画書作成の個別相談を実施した。（９月～１０

月） 

◇ 平成30年度の科研費（厚生労働省）及び老人

保健健康増進等事業への応募に向けた支援を行

った。（２月～３月） 

 

 

 

Ａ Ａ  

 

 

 

４ 地域貢献、産学官連携及び国際交流に関する目標を達成するための措置 

 （１）地域貢献に関する取組 

 

中期目標 ４ 地域貢献、産学官連携及び国際交流に関する目標  (１)地域貢献に関する目標 

ア 大学が有する人的資源や教育研究成果を地域社会や行政機関等に還元し、県民生活の向上、地域の諸課題の解決、地域社会の活性化に貢献する。 

イ 超高齢社会への移行など社会環境の急激な変化に伴う新たな保健・医療・福祉ニーズに的確に対応するため、医療職等に対する現任教育やキャリア形成

の支援などを行い、地域に根ざした保健・医療・福祉人材の資質向上に貢献する。 
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 中期計画 年度計画 業務の実績 自己評価 事務局確認 備考 

(１)地域貢献に関する取組 

ア 地域社会や行政機関等への還元 

（ア）広く県民を対象とした公開講座やシンポ

ジウム、中・高等学校での出張講座や開放授業

などを行う。 

（イ）県や市町村の審議会・委員会等へ教員を

派遣することにより、行政に対する助言・提言

を行う。 

イ 保健・医療・福祉人材の資質向上 

  保健・医療・福祉等の現場で働く専門職に

対して、最新の学術の動向や実務的な知識・技

術等の情報提供、及びキャリア教育の機会を提

供する。 

◆75 大学の教育研究資源を活用して、一般県民

向けの公開講座を開講する。  

◇ 一般公開講座を２０講座開講した。 

◇ 専門職講座を６７講座開講した。 

 

Ａ Ａ  

◆76 高校出張講座や高校生向け開放授業の実

施など、小・中・高校生等向けの講座を実施す

る。  

◇ 高校出張講座を５７講座、高校生向け開放授

業を７講義実施した。 

Ａ Ａ  

 

◆77 自治体や保健医療福祉施設、団体等への講

師派遣（３００件以上）及び自治体の審議会、

委員会等への教員派遣（８０件以上）を行う。 

◇ 自治体等への講師派遣を４８７件、審議会、

委員会等への教員派遣を２２１件実施した。 

 

Ｓ Ｓ  

◆78 認定看護師教育課程（緩和ケアコース）を

実施する。  

◇ 認定看護師教育課程（緩和ケアコース）を開

講し、３０人が受講を修了した。 

Ａ Ａ  

◆79 保健医療福祉の専門職を対象に多種職連

携に関する講座を開催する。  

◇ 専門職連携ベーシック講座、スキルアップ講

座、アドバンス講座、ＩＰＷ総合課程（全８回）

を実施した。 

Ａ Ａ  

◆57 保健医療福祉や教育の現場で活躍する卒

業生や関連専門職を対象に、講習や研修を実施

し、資格更新のサポートや最新の知識技術を学

ぶ場を提供する。【再掲】 

◇ 産科看護職のための学習会をはじめとして、

本学卒業生や保健医療福祉従事者を対象とした

専門職講座を６７講座開講した。 

◇ 社会福祉士実習指導者講習会を２日間（６、

７月）、教員免許状更新講習を５講座（７、８月）、

開催した。 

◇ 認定看護師教育課程（緩和ケアコース）を開

講した。 

◇ 平成29年度後期の幼稚園教諭免許取得特例制

度における科目等履修生の募集を行った。（７

月） 

◇ 平成30年度前期の幼稚園教諭免許取得特例制

度における科目等履修生の募集を行った。（１

月） 

Ａ Ａ  
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（２）産学官連携に関する取組 

中期目標 （２）産学官連携に関する目標 

産業界、他大学、行政機関等との連携を充実・強化し、共同事業・共同研究を推進する。 

 

 中期計画 年度計画 業務の実績 自己評価 事務局確認 備考 

(２)産学官連携に関する取組 

 産業界、他大学、行政機関等との連携を充実・

強化し、共同事業・共同研究を推進する。 

◆80 教員の研究シーズの発掘・育成に努めると

ともに、研究シーズを冊子にまとめ発行するな

ど、奨励研究や共同研究等の研究成果を積極的

に発信し、企業等との共同研究等の獲得を目指

す。 

◇ 教員の研究シーズを冊子にまとめ、ホームペ

ージにも掲載した。（６月） 

また学内にもパネルを掲示している。（通年） 

◇ 企業等からの外部資金を受け、共同研究を４

件、受託研究を５件、特定講座を６件実施した。 

 

Ａ Ａ  

◆81 大学コンソーシアムさいたまのイベント

に参画する等、協定のある自治体、関係公社、

金融機関との連携を強化する。  

◇ 金融機関と共同で実施する地域貢献事業「り

そなキッズマネーアカデミー」を開催した（８

月） 

◇ 春日部市大学生政策提案コンテストに理学療

法学科から１グループが参加した。（１１月） 

◇ 大学コンソーシアムさいたま学生政策提案フ

ォーラムに作業療法学科２グループが参加し、

１グループが優秀賞を受賞した。（１１月） 

◇ 大学コンソーシアムさいたまの学生政策提案

フォーラムの実行委員会に参画している。 

Ａ Ａ  

◆82 セミナーの開催や産学交流会への出展、民

間企業等向けの講座などを積極的に実施する。 

◇ 「さいしんビジネスフェア２０１７」に出展

した。（６月） 

◇ 「イノベーション・ジャパン２０１７」に出

展した。（８月） 

◇ 埼玉北部地域技術交流会に出展した。（１０

月） 

◇ 「彩の国ビジネスアリーナ２０１８」に出展

Ａ Ａ  
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した。（１月） 

 

◆83 産学官連携推進のための大学間連絡会等

に参画し、県内他大学と地域貢献等における連

携を検討する。 

◇ 産学官連携推進のための大学間連絡会に参画

し、県内他大学と情報交換を行っている。 

◇ 大学間連携運営連絡会議（４大学連携事業）

に参加し、他大学及び県と情報交換を行ってい

る。（毎月） 

◇ 日本工業大学と連携し、同大学とつながりの

ある企業経営者等に、本学の産学連携の取組や

施設等を紹介するキャンパス見学会を開催し

た。（１１月） 

 

Ａ Ａ  

 

（３）国際交流に関する取組 

中期目標 (３)国際交流に関する取組 

国際感覚豊かな人材を育成するため、教育・研究の活性化を図るとともに、海外の大学との学術交流を推進する。 

 

 中期計画 年度計画 業務の実績 自己評価 事務局確認 備考 

(３)国際交流に関する取組 

 海外の大学等との交流を推進するため、留学

する学生の受入れ及び送り出しを円滑に行う。 

 

◆84 国際交流のあり方を見直すため、本学独自

の国際交流用教育プログラムの検討を開始し、

留学生の受入れ・送り出しを円滑に実施する。  

◇ 香港理工大学（６名）およびチューリッヒア

プライドサイエンス大学（５名）からの留学生

を受け入れた。（７～８月） 

◇ 山西医科大学から８名の留学生を受入れてい

る。（通年） 

◇ 山西医科大学短期留学プログラムを、新たに

グローバルヘルスの単位認定科目とした。（４月） 

◇  山西医科大学（８名）、香港理工大学（６名）

及び北京大学（１２名）へ留学生の送出しを行

Ａ Ａ  
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った 。（９月） 

◇ 北京大学から５名の留学生を受け入れた。（１

月） 

◇ 毎年夏季に実施する SPU Summer School を、

本学独自の国際交流用教育プログラムと位置付

ける方向で検討を開始した。 

◆85 留学生と学生・地域住民との交流を図るた

め、留学生のホームステイ先の安定的確保を目

指す。 

 

◇ 来年度に向け、後援会が発行する「後援会だ

より」に新たにホストファミリー（留学生のホ

ームステイ先）の募集を掲載した。（３月） 

◇ 後援会、埼玉県国際交流協会、越谷市国際交

流協会、春日部市国際交流協会、教職員、学生、

卒業生等多方面にわたりホストファミリーの募

集を行った。（４～５月） 

◇ 上記の各種取組により、香港理工大学留学生

およびチューリッヒアプライドサイエンス大学

留学生へのホームステイを実施することができ

た 。（７月～８月） 

 

 

Ａ Ａ  

 

 

 構成する小項目別評価の結果 事務局 自己評価 Ｓ又はＡの割合 

 Ｓ：年度計画を上回って実施している。 4 4 

100%→100% 
 Ａ：年度計画を十分に実施している。 81 81 

 Ｂ：年度計画を十分には実施していない。 0 0 

 Ｃ：年度計画を実施していない。 0 0 

 

 特記事項 備考 

なし  

 

 大項目評価（大項目の進捗状況） 備考 
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１ 教育 

  【学士課程教育】 

   教育開発センターではカリキュラム・ポリシーに基づいた次期カリキュラムについて検討した。また、ディプロマ・ポリシーに基づく学修成果の把

握方法について検討した。 

 【博士前期課程・博士後期課程教育】 

   大学院教務委員会では、研究科における現行の教育研究上の目的や教育目標、３つのポリシー等を見直した。また、見直した結果を踏まえ、博士前

期課程の院生の科目履修の選択の幅を広げる新たなカリキュラムに改定した。 

【入学者受入方針】 
新たなアドミッション・ポリシー（入学者受入れ方針）について、大学案内等を通じて受験生等に発信するとともに、アドミッション・ポリシーに基づい

た入学者選抜試験を実施した。 

 【教育研究環境の整備】 

情報センターでは、ＩＣＴ化に対応した教育研究環境を整備するため無線ＬＡＮ環境整備を行っている。平成２９年度は、情報センター内の情報ラ

ウンジに無線ＬＡＮ環境を整備した。 

また、e-learningを活用した授業展開を支援するため、e-learningコンテンツの作成を支援（７件）した。 

 

２ 学生への支援 

学生支援関係では、学生生活アンケートを平成２９年３月～５月に行い、その結果の検証を行った。 

  また、新たな取組としてサテライトキャンパスを活用した、同窓会、病院と連携したホームカミングデー（卒業生活動報告会及び交流会）を開催し、

卒業生へのキャリア形成支援のための情報提供及び卒業生間の交流の促進を行った。 

就職支援関係では、新たに、公務員対策として一次試験対策講座、幼稚園教諭対策として面接対策講座を開催した。また、県内で活躍する専門職を学

内に招いて県内自治体や仕事の魅力を伝える講座の充実等により県内就職の取組を推進した。 

 

３ 研究 

学内の研究能力を高め、相談・支援機能を強化するため、外部資金による研究実績が豊富な教授２名を採用し、研究開発センターに配置した。同セン

ター教授を中心に厚生労働省の調査研究事業２件の採択を受けたほか、外部資金の獲得等に向けた学内研究者への個別支援等を行った。 

 

４ 地域貢献、産学官連携及び国際交流 

認定看護師教育や多職種連携に関する教育、専門職の研さんや資格更新のサポートなどのキャリア教育を実施し、地域の保健・医療・福祉人材の資質

向上に貢献した。 

また、民間企業及び行政からの受託研究や、民間企業との共同研究に積極的に取り組んだ。 

国際交流においては、山西医科大学、北京大学、香港理工大学、クイーンズランド大学、チューリッヒアプライドサイエンス大学等と留学生等の相互

派遣を順次実施するなど、国際交流の拡充を図った。 
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

中期目標  第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 １ 組織運営の改善に関する目標 

  教育・研究の特性に配慮しつつ、理事長及び学長のリーダーシップの下、迅速かつ適切な意思決定による大学運営を行う。 

 

 中期計画 年度計画 業務の実績 自己評価 事務局確認 備考 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標

を達成するためにとるべき措置 

１ 組織運営の改善に関する目標を達成するた

めの措置 

 

 理事長及び学長による迅速かつ適切な大学運

営を行うため、既存の学内組織の活動を検証し、

必要な再編統合及び合理化を推進する。 

 

◆86 学内外の情報集約とその分析結果を大学

の意思決定に活かすため、入学者の成績や卒業

生の就職に関する情報等について引き続き調

査・分析を行う。  

◇ 平成29年度入試結果についての分析や卒業生

の県内就職に関する情報等について調査・分析

を行った。 

◇ 認証評価受審に向けた自己点検の中で、ＩＲ

機能の強化が必要とされた。これを受け、ＩＲ

の導入に向けた検討の準備として、学内におけ

る情報収集の現状と課題について調査を行っ

た。（10月～１月） 

 

 

Ａ Ａ  

 

◆87 事務局各担当ごとの業務内容等を確認し、

組織の見直し等を検証する。 

◇ 非常勤職員、臨時職員の在り方について、検

討し、今後の方針について幹部会議へ報告した。

（７月） 

◇ 研究開発センターの本格稼働に対応した事務

局体制の検討を開始した。（５月） 

◇ 組織見直しの検討資料とするため、臨時職員

の業務量調査を実施した。（９月～１０月） 

◇ 法人固有職員、非常勤職員の配置状況について、

他の公立大学の状況調査を実施した。（１０月） 

◇ 見直しの結果を踏まえ、事務局組織体制を整

備した。（３月） 

◇ 非常勤職員就業規則を改正し、70 歳の定年の

定めを設けた。（３月） 

 

Ａ Ａ  
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２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 

中期目標 ２ 教育研究組織の見直しに関する目標 

保健・医療・福祉の分野における教育・研究の高度化・学際化・国際化と時代や社会の要請の変化に的確に対応するため、中長期的な視点に立って、引き続

き学部、研究科等の教育研究組織の検討や見直しを行う。 

 

 中期計画 年度計画 業務の実績 自己評価 事務局確認 備考 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成

するための措置 

 

 本学の設置目的及び社会的使命を踏まえ、学術

研究の動向や社会ニーズの変化に速やかに対応

できるよう、学部、研究科、各センター等の教育

研究組織の見直しを不断に行う。 

◆88 教育開発センターの課題に機動的に対応

するため、体制を適宜見直していく。 

◇ 教育開発センター長の下に８名のセンター

員を配置し、カリキュラム、教育評価（教育

方法）、実習教育開発の３つテーマに対してそ

れぞれ担当者を定め、検討を開始した。（４月） 

◇ ７月３日開催された教育開発センターフォ

ーラムにおいて次期カリキュラムの枠組み、

単位数などの他、カリキュラムマップのイメ

ージ、ナンバリングの作成方法等を示した。

（７月） 

◇ 教育開発センターが学部、研究科を一貫す

る教育の内部質保証組織として機能するよう

にその組織を見直すこととした。（１２月） 

◇ ３月１６日に開催された教育開発センター

フォーラムにおいて科目群ごとのカリキュラ

ムマップの案を全学に報告した。（３月） 

◇ 学部、研究科を一貫した内部質保証を担う

組織として平成３１年度に高等教育開発セン

ター（仮称）を設置するため、準備委員会の

立ち上げを決定した。（３月） 

 

Ａ Ａ  

 

 ◆89 研究開発センターにおいて、引き続き県や

地域が直面する保健・医療・福祉に関する諸課

題の解決に向けた研究を行う。  

◇ 研究開発センターにおいて、地域包括ケアシ

ステムに関わる４つのプロジェクトを実施している。 

◇ 平成 30 年度からの新規プロジェクトについ

て、県との意見交換等を踏まえ、多職種連携に

関する研究、がん対策に関する研究、地域をフ

ィールドにした研究の３件を実施する方向性を

決定した。（７月） 

Ａ Ａ  
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◇ 上記新規プロジェクトについて、研究チーム

を構成し、具体的な研究計画案を策定した。（１月） 

◇  県保健医療部等と、来年度の調査研究事業の

受託に向けた調整を行っている。（６月～） 

◇ 在宅医療・介護連携をテーマとする研究開発

センターシンポジウムを開催し、県や地元医師

会等の関係者によるパネルディスカッションな

どを行った。（１月） 

◇ 新たな取り組みとして、研究開発センターセ

ミナーの開催を検討。（２月～） 

 

 

３ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置 

中期目標 ３ 人事の適正化に関する目標 

(１) 実績と能力に応じた適正な教職員評価制度・人事制度の構築に関する目標 

  教職員の意欲向上、法人・大学運営の活性化、教育・研究の質的向上を図るため、教職員の実績と能力をより適正に評価できる制度を構築するとともに、

その評価結果を人事や給与等に反映させるなど、教職員にインセンティブが働く人事制度を構築する。 

(２) 人材の確保と活用に関する目標 

  教育・研究の充実と活性化を目指し、多様な方法により幅広い分野から優秀な教職員を確保する。 

  また、事務職員のうち業務に高い専門性が求められる分野については、計画的な採用や人材育成を行う。 

 

 中期計画 年度計画 業務の実績 自己評価 事務局確認 備考 

３ 人事の適正化に関するもう目標を達成する

ための措置  

(１)実績と能力に応じた適正な教職員評価制

度・人事制度の構築に関する取組 

 

ア 教員評価制度の構築と処遇への反映 

教員の実績と能力をより適正に評価できる教員

評価制度の構築に取り組むとともに、その結果を

処遇に反映する。 

◆90 平成28年度の試行結果を踏まえ、結果を

処遇に反映する新たな教員評価を実施する。  

 

◇ 新たに導入した実績評価の実施に当たり学内

ＨＰを刷新し、制度の周知を図った。（４月） 

◇ 教員評価委員会において、実績評価の実施に

当たり必要な様式等の検討を行った。（９月） 

◇ 評価結果を処遇に反映させるため、勤勉手当

の支給率を決定した。（１１月） 

◇ 平成29年度の実績評価の実施について、各学

科等に通知した。（３月） 

 

Ａ Ａ  
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イ 事務職員評価制度の確立と処遇への反映 

事務職員の実績と能力を適正に評価できる制度

を、埼玉県と連携しつつ確立し、その結果を処遇

に反映する。 

 

(２)人材の確保と活用に関する取組 

ア 優秀な教員の確保 

教員配置計画に基づき、多様な方法により幅広い

分野から優秀な教員を確保するとともに、適正な

職階への配置を進める。 

 

イ 法人固有職員の段階的な採用 

  事務局運営の効率化並びに大学特有の業務

の機能強化及びノウハウの蓄積を図るため、段階

的に県派遣職員の事務局職員を法人固有職員に

切り替える。 

◆91 埼玉県の人事評価制度に準じた職員評価

を実施する。   

◇ 勤勉手当への反映を前提とした実績評価を実

施した。（目標設定・５月、中間評価・１１月、

最終評価・３月） 

◇ 評価結果を処遇に反映させるため、勤勉手当

の支給率を決定した。（１１月） 

◇ 平成29年度の実績評価の最終評価結果を通知

した。（３月） 

 

Ａ Ａ  

 

◆92 公募を基本としながら、本学の運営に必要

な教員採用を進める。また、教育研究活動、学

内運営及び社会貢献等において顕著な業績を

挙げ、今後の学内運営に意欲を持った者を選考

するための公正な昇任事務を行う。  

◇ 平成29年度教員採用方針について理事会の議

を経て決定した。（４月） 

◇ 採用方針に基づき、年度内に２１件の採用手

続きを行い、うち１５件について採用候補者を

決定した。 

◇ 平成30年４月１日付け、教員昇任の方針を理

事会の議を経て決定した。（９月）１１月に昇任

希望者の応募を受付け、昇任候補者３名を決定

した。（１月） 

 

Ａ Ａ  

◆93 県の人事と調整しつつ、必要なポストへの

法人固有職員の配置を進める。  

◇ 法人固有職員の配置の在り方について、検討

し、今後の方針について幹部会議へ報告すると

ともに、県との調整を行った。（７月） 

◇ 法人固有職員の配置状況について、他の公立

大学の状況調査を実施した。（１０月） 

◇ 法人固有職員の退職に伴い、採用試験を実施

し、採用候補者２名を決定した。（１月） 

 

Ａ Ａ  

 

４ 事務等の効率化及び合理化に関する目標を達成するための措置 

中期目標 ４ 事務等の効率化及び合理化に関する目標 

教育・研究に対するサポート機能の向上と法人・大学運営の効率化を図るため、事務処理や事務組織の見直しを継続的に行う。 
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 中期計画 年度計画 業務の実績 自己評価 事務局確認 備考 

４ 事務等の効率化及び合理化に関する目標を

達成するための措置 

 

 法人・大学運営の効率化を図るため、事務局職

員の研修や事務処理の見直しを継続的に行う。 

◆94 事務職員のほか、教授等の教員や学長等の

大学執行部を対象に、大学の運営に必要な知

識・技能を身に付け、能力・資質を向上させる

ための研修（スタッフ・ディベロップメント）

を実施する。  

◇ 効果的な教職員の能力開発（スタッフ・ディ

ベロップメント＝ＳＤ）を実施するため、公立

大学協会を訪問し情報収集を行った。（５月） 

◇ 「公立大学の現状と課題」をテーマに研修会

を実施した（８月）。 

◇ 「教職協働」をテーマに研修会を実施した。 

（１２月） 

◇ 男女共同参画推進委員会と共同し、男女共同

参画をテーマとした研修会を実施した。（２月） 

 

 

 

Ａ Ａ  

 

◆95 事務職員の人事評価の一つである実績評

価において、各自が担当する事務の見直しにつ

いて計画・実行・検証する仕組みの徹底を図る。  

◇ 職員一人一改善の実施をめざし、実績評価シ

ートを活用して、各自に担当する事務事業の改

善目標を設定させた。（５月） 

◇ 進捗状況を上司との面接を通して確認した。

（１１月） 

◇ 達成状況について、最終確認を行い本人への

フィードバックを行った。（３月） 

 

 

Ａ Ａ  

  

 構成する小項目別評価の結果 事務局 自己評価 Ｓ又はＡの割合 

 Ｓ：年度計画を上回って実施している。 0 0 

100%→100% 
 Ａ：年度計画を十分に実施している。 10 10 

 Ｂ：年度計画を十分には実施していない。 0 0 

 Ｃ：年度計画を実施していない。 0 0 

 

 特記事項 備考 

なし  
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 大項目評価（大項目の進捗状況） 備考 

 

１ 組織運営の改善 

研究開発センターと地域産学連携センターの役割分担の整理や研究開発センターの本格稼働に合わせて、事務局体制の整理を行った。また、開学２０

周年に向けた記念事業等の企画・準備を進めていくための体制の検討を行った。 

 

２ 教育研究組織の見直し 

教授、准教授、助教、助手の４つの職位からなる教員組織へ移行するため、平成３０年３月時点で講師の職位にある者を准教授へと昇任（移行）させ

ることを決定し、関連規則等の改正を行った。 

 

３ 人事の適正化 

教員の意欲向上を図るため、勤勉手当への反映を前提とした新たな教員評価制度「実績評価」の運用を開始した。また、事務職員についても埼玉県の

人事評価制度に準じて、今年度の実績評価の結果を平成３０年度の勤勉手当に反映させる。 

 

４ 事務等の効率化、合理化 

スタッフ・ディベロップメントを推進するため、事務職員人材育成プランに基づき計画的な職員研修を実施するとともに、役員、教員及び事務職員等

を対象に大学運営全般に関わるテーマについて、３回の研修会を開催した（延べ３０８人参加）。 
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Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 外部研究資金等の自己収入の確保に関する目標を達成するための措置 

 （１）外部研究資金の獲得に関する取組 

中期目標 第４ 財務内容の改善に関する目標 １ 外部研究資金等の自己収入の確保に関する目標 （１）外部研究資金の獲得に関する目標 

科学研究費助成金をはじめとする競争的研究資金、受託研究費等の外部研究資金を積極的に獲得する。 

 

 中期計画 年度計画 業務の実績 自己評価 事務局確認 備考 

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するた

めにとるべき措置 

１ 外部研究資金等の自己収入の確保に関する目

標を達成するための措置 

 

(１)外部研究資金の獲得に関する取組 

  各種外部研究資金に関する教員への情報提

供や研修会開催、受託研究獲得を目的とした教員

の研究活動内容の外部提供等、外部研究資金獲得

のための取組を引き続き行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆63 平成30年度の科学研究費助成金への応募

率を９０％以上とするとともに、研究開発セン

ターを中心に、科学研究費助成金採択率の向上

や大型の外部資金獲得に向けて取り組む。【再

掲】 

 

◇ 学内の研究能力を高め、相談・支援機能を強

化するため、外部資金による研究実績が豊富な

教授２名を採用し、研究開発センターに配置し

た。（４月） 

◇ 研究に関する個別ヒアリングや、研究につい

て自由に語り合う「研究カフェ」を開催した。（６

月～） 

◇ 厚生労働省の老人保健健康増進等事業に応募

し、２件採択された（採択額計２４，８２７千

円）。（６月、９月） 

◇ 県の産学連携研究開発プロジェクト補助金に

新たに１件応募し、採択された（採択額

２４，９５７千円）。（７月） 

◇ 平成30年度科研費応募に向け、文科省の科研

費改革についての学内説明会及び学内公募説明

会（研修会）を開催した。（７月、９月） 

◇ 研究開発センター教授及び事務局による研究

計画書作成の個別相談を実施した。（９月～１０

月） 

◇ 平成30年度科研費への応募率は９４．７％と

なり、９０％以上を達成した。（１１月） 

 

Ｓ Ｓ  
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◆74 科学研究費助成金その他の競争的研究資

金の応募や申請に関する研修の実施、事務補助

員の配置など支援体制を継続するとともに、科

学研究費等外部研究助成の情報伝達と応募支

援体制を強化する。【再掲】 

 

◇ 研究費の執行を担当する非常勤職員を３名雇

用している。 

◇ 外部研究助成の公募情報について、メーリン

グリストによる配信を行っている。 

◇ 研究に関する個別ヒアリングや、研究につい

て自由に語り合う「研究カフェ」を開催した。（６

月～） 

◇ 全教員を対象に研究状況に関するアンケート

調査を行い、研究活動の活性化に向けた課題を

抽出した。（６月～９月） 

◇ 平成30年度科研費応募に向け、文科省の科研

費改革についての学内説明会及び学内公募説明

会（研修会）を開催した。（７月、９月） 

◇ 研究開発センター教授及び事務局による研究

計画書作成の個別相談を実施した。（９月～１０

月） 

◇ 平成30年度の科研費（厚生労働省）及び老人

保健健康増進等事業への応募に向けた支援を行

った。（２月～３月） 

 

Ａ Ａ  

◆80 教員の研究シーズの発掘・育成に努めると

ともに、研究シーズを冊子にまとめ発行するな

ど、奨励研究や共同研究等の研究成果を積極的

に発信し、企業等との共同研究等の獲得を目指

す。【再掲】 

◇ 教員の研究シーズを冊子にまとめ、ホームペ

ージにも掲載した。（６月）また学内にもパネル

を掲示している。（通年） 

◇ 企業等からの外部資金を受け、共同研究を４

件、受託研究を５件、特定講座を６件実施した。 

 

Ａ Ａ  

 

 （２）学生納付金に関する取組 

中期目標 （２）学生納付金に関する目標 

授業料等の学生納付金、受講料等については、適正な金額を定めるとともに、確実に収入する。 
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 中期計画 年度計画   業務の実績 自己評価 事務局確認 備考 

(２)学生納付金に関する取組 

  授業料等の学生納付金や受講料等について

は、県の認可に係る上限の範囲内で、他大学の

動向、法人収支の状況、社会情勢等を勘案し、

適正な受益者負担の観点から定期的に見直しを

行う。 

◆96 学生納付金等について、金額設定等の見直

しを検討する。  

◇ 学生納付金については他の国公立大学の動向

や、法人収支の状況、社会情勢等を勘案し、平成

30 年度分は金額設定等の見直しを行わないこと

とした。 

Ａ Ａ  

 

 （３）その他の自己収入確保に関する取組 

中期目標 （３）その他の自己収入確保に関する目標 

大学の特性を生かした取組や大学資源の有効活用により、自己収入の増加に積極的に努める。 

 

 中期計画 年度計画 業務の実績 自己評価 事務局確認 備考 

(３)その他の自己収入確保に関する取組 

  大学の教育研究に支障をきたさない範囲で

学内資源を有効活用し、自己収入の増加に積極的

に努める。 

◆97 学内施設の貸付実績（撮影で使用されている

施設の状況）写真をHPに掲載するとともに、貸

付料金について検討する。 

◇ 大学ＨＰに随時掲載済み。年度の貸付状況や

社会情勢の変化を勘案して、貸付料金の検討を

した結果、料金の改定は行わないこととした（１

２月）。 

Ａ Ａ  

 

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

中期目標 ２ 経費の抑制に関する目標 

業務運営方法の全般的な見直しに努め、より一層の効率化・合理化を図る。 

 

中期計画 年度計画 業務の実績 自己評価 事務局確認 備考 

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための

措置 

 契約や事務処理方法の見直しを通じて業務運

営のより一層の効率化・合理化を図り、経費を節

減する。 

◆98 設備維持管理等の契約期間の複数年化

や、契約内容、契約方法の見直し等を検討し、

経費の節減を図る。  

◇ 学内施設管理に必要な１７本の委託を契約済

み（４月）。（継続中１１本、平成29年度新規契

約６本、産業廃棄物処理業務等の必要に応じて随

時発注する委託を除く。） 

◇  教員からの物品調達依頼に対し、複数社の見積

比較や代替品の活用を検討することで、無駄のな

い適正な調達に取り組んだ。 

 

 

Ａ Ａ  
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 ◆99 業務の効率化・合理化について教職員研

修等を行い、教職員のコスト意識の涵養を図

る。 

◇ 新任教員に対して、赴任時に予算執行に係る研

修を実施した。 

「予算執行の手引き」を見直し、全教職員に通

知、適正な運用を図った。 

管理物品とならない１０万円未満の消耗品の

管理について、ノートパソコンやデジタルカメラ

などの汎用性の高い消耗品については登録管理

を行うことで、共同使用や再利用を進めた。 

 

 

Ａ Ａ  

 

 

３ 資産の運用管理に関する目標を達成するための措置 

中期目標 ３ 資産の運用管理に関する目標 

大学の健全な運営を確保するため、資産の適切な運用管理を行うとともに、その効率的かつ効果的な活用を図る。 
 

 中期計画 年度計画 業務の実績 自己評価 事務局確認 備考 

３ 資産の運用管理に関する目標を達成するた

めの措置 

 定期的に資金計画を作成し、業務上の余裕金

が生じた場合は、安全・確実を第一としつつ、

より有利な資金運用を図る。 

 

◆100 四半期ごとに資金計画を作成し、業務上

の余裕金が生じた場合は、定期性の預貯金を

第一に効率的な運用を行う。 

◇ 資金の受入れ及び払い出しに際しては、四半

期ごと（４、７、１０、１月）に資金計画を作

成し、安定かつ確実な資金繰りを行った。 

  あわせて、今後の資金繰りに問題のない余裕

資金を見定め、安全かつ確実な定期性預金での

運用を行った。 

 

 

Ａ Ａ  

 

 

４ 自主財源の確保に関する目標を達成するための措置 

中期目標 ４ 自主財源の確保に関する目標 

  自己収入の確保、経費の抑制、資産の運用管理に総合的に取り組み、各事業年度における自主財源比率（施設の大規模改修、高額備品の更新、退職給与金

に係る経費は除く。）を４４％以上とする。 
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 中期計画 年度計画 業務の実績 自己評価 事務局確認 備考 

４ 自主財源の確保に関する目標を達成するた

めの措置 

外部研究資金獲得や学生納付金確保などの自己

収入確保の取組や、経費抑制や資産の効率的運用

による運営費交付金の抑制に努め、自主財源比率

の維持及び向上を図る。 

◆101 科学研究費助成金をはじめとする競争的

研究資金の獲得や、民間企業等からの研究の受

託、学生納付金及び財産貸付料の確保等に総合

的に取り組み、平成29年度決算における自主

財源比率を４４％以上にする。 

◇ 競争的研究資金の獲得や民間企業等からの研

究の受託、学生納付金及び財産貸付料の確保等

に総合的に取り組み、平成29年度における自主

財源比率は４４．７％となった。 

 

 

 

Ａ Ａ  

 

 

 構成する小項目別評価の結果 事務局 自己評価 Ｓ又はＡの割合 

 Ｓ：年度計画を上回って実施している。 0 0 

100%→100% 
 Ａ：年度計画を十分に実施している。 6 6 

 Ｂ：年度計画を十分には実施していない。 0 0 

 Ｃ：年度計画を実施していない。 0 0 

 

 特記事項 備考 

なし  

 

 大項目評価（大項目の進捗状況） 備考 

 

財務内容の改善 

１ 外部資金その他の自己収入の確保 

 研究開発センターを中心に外部資金の獲得に取り組み、厚生労働省の老人保健健康増進等事業（２件）や埼玉県の産学連携研究開発プロジェク

トの採択を受けた。また、科学研究費については、採択率向上のための研修会や研究計画書作成の個別相談を実施したりするなど、獲得に向けた

支援を行った結果、平成３０年度分について応募率９４．７％を達成した。  

 

２ 経費の抑制 

 物品調達時に複数社の見積比較や代替品の活用などを検討することで、無駄のない適正な調達に取り組んだ。 

新任教員に対して、赴任時に予算執行に係る研修を実施したほか、「予算執行の手引き」を見直し、全教職員に通知、適正な運用を図った。 

管理物品とならない１０万円未満の消耗品の管理について、「消耗品管理指針」を定め、ノートパソコンやデジタルカメラなどの汎用性の高い

消耗品については登録管理を行うことで、共同使用や再利用を進めた。 
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３ 資産の運用管理 

資金計画を四半期毎に作成し、余裕金を定期性の預貯金として安全かつ確実な運用を行った。 

 

４ 自主財源比率の向上 

自己収入の確保、経費の抑制、資産の運用管理に総合的に取り組んだ結果、中期目標を上回る４４．７％の自主財源比率を達成した。 
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Ⅳ 自己点検・評価及び当該情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 第５ 自己点検・評価及び当該情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 評価の活用に関する目標を達成するための措置 

中期目標 １ 評価の活用に関する目標 

  教育研究活動や組織・業務運営の状況について、定期的に自己点検・評価を実施するとともに、第三者機関による評価を活用し、改善を図る。 

  また、教員が自己の活動を点検し、学内外に公表することを通じて、教員の教育・研究・社会貢献等の質的向上を図る。 

 

 中期計画 年度計画 業務の実績 自己評価 事務局確認 備考 

第５ 自己点検・評価及び当該情報の提供に関す

る目標を達成するためにとるべき措置 

１ 評価の活用に関する目標を達成するための

措置 

 

 (１)大学の自己点検・評価に関する取組 

 自己点検・評価を定期的に実施するとともに、

第三者機関による評価結果を大学の教育研究活

動や組織・業務運営の改善のために活用する。 

 

◆102  教育研究審議会が教育研究活動を、経営

審議会が組織・業務運営状況を自己点検・評価

し、理事会での議決を経て、必要に応じ、その

結果を次年度以降の業務改善に反映させる。  

 

◇ ７月の教育研究審議会及び理事会で、平成 29

年度計画の進行状況を報告し、11 月に理事会等

で中間評価①として進捗状況を報告した。 

  ２月に理事会等で中間評価②として年度計画

の１月末時点での進捗状況を報告した。 

Ａ Ａ  

 

◆103 平成30年度の認証評価受審に向け、大学

基準に適合しているか確認、改善作業を進めつ

つ、大学基準協会と緊密に連携しながら点検・

評価報告書及び大学基礎データを作成する。 

 

◇ 大学基準協会主催の実務担当者説明会に教職

員１２名が参加した。（４月） 

◇ 大学基準協会職員を講師とした学内説明会を

開催し、センター長や学科長等幹部教職員が参

加した。（５月） 

◇ 各センター長、担当部長により点検・評価報

告書等の原案を作成した。（６月） 

◇ 自己点検・評価検討会議を開催し（８～１月、

６回）、認証評価の際に必要とされる内部質保証

や大学運営に関する方針案、点検・評価報告書

案を作成した。 

◇ 自己点検・評価の実施により本学の運営上の

課題を整理し、研究科の組織運営の見直しなど

改善措置を行う（１１月）とともに、今後の組

織運営の方向性等について検討を行った。 

◇ 理事会（９、１１月）、経営審議会（６、１１

月）、教育研究審議会（４、９、１０、１１、１

月）において、自己点検の進捗状況等の報告を

行った。 

Ｓ Ｓ  
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◇ 点検・評価報告書案については、２月の理事

会、経営審議会、教育研究審議会で審議した。 

４月末までに大学基準協会あて提出する予定

である。 

 

(２)教員の自己点検に関する取組 

  教員が年度ごとに自己の活動結果を点検し、

学内外に公表することで、本学の活動の透明性を

確保し、教育・研究・社会貢献の質的向上を図る。 

 

◆104 教育・研究・地域貢献活動について教員

が自己点検し、その結果を学内外に公表する。 

◇ 各教員あてに平成28年度の自己活動の点検結

果として、教育等研究業績シートの作成を通知

した（７月） 

  ８月末までに各教員がシートを作成し、取り

まとめの上、１０月上旬にホームページ上で公

表した。 

◇ 各教員あてに平成29年度の自己活動の点検結

果として、教育等研究業績シートの作成を通知

した（３月） 

 

Ａ Ａ  

 

２ 情報公開の推進に関する目標を達成するための措置 

中期目標 ２ 情報公開の推進に関する目標 

法人としての説明責任を果たすとともに、運営状況の情報だけでなく、大学の活動についての情報を積極的に公開及び広報する。 

 

 中期計画 年度計画 業務の実績 自己評価 事務局確認 備考 

２ 情報公開の推進に関する目標を達成するた

めの措置 

 

教育研究に関する情報や運営状況の情報など、法

定されている情報公開を確実に実施するだけで

なく、大学や教職員の諸活動を積極的に広報す

る。 

◆105 論文の電子化を進めると共に、 学術リポ

ジトリを導入し、運用する。 

◇ 7月に利用申請を行ったJAIRO Cloud（国立情

報学研究所共用リポジトリサービス）を利用し、 

本学機関リポジトリを構築した。またこれに伴

い、「埼玉県立大学学術リポジトリ運用要綱」を

制定した。（３月） 

平成30年３月に博士後期課程を修了した学生

２名の博士論文を登録し、４月１０日に一般公

開する。 

Ａ Ａ  
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 ◆106 受験生を中心とした誰もが見やすいホー

ムページに向けて改修を実施するなど、確実か

つ積極的に情報を発信する。  

◇ 大学のイベント情報等をホームページで積極

的に発信している。 

◇ １１月１日に公開した新ホームページでは、

動画・写真等を効果的に使用するなど見やすい

ページ構成とした。また、新たに在校生・卒業

生インタビューを掲載するなど、受験生向けコ

ンテンツの拡充も行った。（～３月） 

Ａ Ａ  

※学術リポジトリ（文部科学省 用語解説「機関リポジトリ」より） 

 機関所属者の研究成果である論文等、大学及び研究機関等において生産された電子的な知的生産物を保存し、原則的に無償で発信するためのインターネット上の保存書庫。

研究者自らが論文等を掲載していくことによる学術情報流通の変革と同時に大学等における教育研究成果の発信、それぞれの機関や個々の研究者の自己アピール、社会に対す

る教育研究活動に関する説明責任の保証、知的生産物の長期保存の上で、大きな役割を果たす。 

 

 構成する小項目別評価の結果 事務局 自己評価 Ｓ又はＡの割合 

 Ｓ：年度計画を上回って実施している。 1 1 

100%→100% 
 Ａ：年度計画を十分に実施している。 4 4 

 Ｂ：年度計画を十分には実施していない。 0 0 

 Ｃ：年度計画を実施していない。 0 0 

 

 特記事項 備考 

なし  

 

 大項目評価（大項目の進捗状況） 備考 

１ 評価の活用 

  平成２９年度計画については、３ヶ月に１度、理事会等に進捗状況を報告し外部委員からの意見も踏まえて、その後の業務に活用している。 

また、平成３０年度受審予定の認証評価に向けて自己点検・評価を実施し、大学基準との整合性を確認の上、明らかになった組織・運営上の課題につ

いては、速やかに改善措置を行うとともに平成３０年度計画にも反映することとした。 

なお、教員が年度ごとに自己の活動結果を点検するため、「教員の教育研究等業績」をホームページ上に公表した。 

２ 情報公開の推進 

ホームページで、オープンキャンパスなどの大学のイベント情報等を積極的に発信している。 

１１月１日に公開した新ホームページでは、動画・写真等を効果的に使用するなど見やすいページ構成とした。また、新たに在学生・卒業生インタビューを掲

載するなど、受験生向けコンテンツの拡充も行った。 
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Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 

第６ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 

１ 施設設備の整備等に関する目標を達成するための措置 

中期目標 第６ その他の業務運営に関する重要目標 １ 施設設備の整備等に関する目標 

計画的な施設設備の整備を進め、良好な教育研究環境の維持に努める。 

 

 中期計画 年度計画 業務の実績 自己評価 事務局確認 備考 

第６ その他業務運営に関する重要目標を達成

するためにとるべき措置 

１ 施設設備の整備等に関する目標を達成する

ための措置 

◆107  適切な管理・保全のための施設・設備改

修計画を策定し、定期的な点検及び整備を実施

する。  

◇ 平成29年度の施設整備補助金工事発注計画を

策定した（４月）。 

  工事１１件及び設計委託１件を契約済み（１

月）。 

Ａ Ａ  

 

環境や省エネ、ユニバーサルデザイン等に配慮

し、計画的に施設設備の整備を進める。 

 

◆108  省エネルギー機器の採用及びユニバー

サルデザイン化に対応した施設・設備の更新を

実施する。  

◇ 契約済みの空調設備更新工事及び照明設備工

事において、省エネ設備の導入により省エネを

図った。（６月、１２月）。 

Ａ Ａ  

 

 ◆109  施設管理及び修繕工事等の際に、環境に

配慮した機器、資材などを選定する。 

◇ ９月の電気設備点検時の仮設電源として、超

低騒音型の発電機を使用した。 

Ａ Ａ  

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置 

中期目標  ２ 安全管理に関する目標 

  学生や教職員の安全確保と健康管理の向上に努め、安心・安全なキャンパスづくりを進る。 

また、学内の情報セキュリティ対策の充実を図るとともに、個人保護や管理適正行う。 

 

 中期計画 年度計画 業務の実績 自己評価 事務局確認 備考 

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置 

 

（１）学生や教職員の安全確保等に関する取組 

学生や教職員の安全確保と健康の保持増進、良好

な職場環境を維持するための取組を充実する。 

 

◆110 教職員のメンタルヘルスをはじめとした

健康管理に努めるとともに、定期的な職場巡視

を実施し、良好な職場環境を維持する。  

◇ 衛生委員会による職場巡視を実施した。（６

月、２月） 

◇ 法令に基づく、定期健康診断やストレスチェ

ックを実施した（８月～３月） 

◇ 臨床心理カウンセラーによる相談受付を実施

（随時） 

Ａ Ａ  
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（２）化学物質等の適切な管理に関する取組 

化学物質等の適切な管理、廃棄物の適正な処理を

行う。 

 

（３）情報セキュリティ対策の充実に関する取組 

情報セキュリティポリシー等の規程類を不断に

見直し、情報の管理及び運用の適正化を図る。 

 

◆111 有害物質等の購入・保管等を適正に行い、

不要となった物質等は適正に廃棄するなど、適

切な管理・処分を行うとともに、管理状況を随

時確認する。 

◇ 有害物質等の管理に関する要綱に基づき、有

害物質等管理者及び使用者を任命・配置し、購

入・保管等を適正に行っている。 

◇ 共同実験管理部会と事務局合同で、学内の実

験実習室等の見回りを実施した。（９月、３月） 

◇ 教職員を対象にした有害物質等の購入・管

理・廃棄に関する研修会を開催した。（３月） 

 

 

Ａ Ａ  

◆112 必要に応じて情報セキュリティポリシー

などの規程類を改正する。 

◇ 情報セキュリティポリシー等の各規程類につ

いて、改正の必要性について確認した。（１２月） 

  規程類の一部に、名称及び内容の古いものが

存在するため、改正を検討した（３月）。 

 

 

Ａ Ａ  

◆113  WebClass上で教職員及び学生を対象と

した情報セキュリティ研修を実施する。

  

◇ 教職員を対象に、標的型メール訓練を実施し

た（６月）。 

教職員を対象に、「情報セキュリティ講習」を

実施した。（１１月） 

 

 

Ａ Ａ  

３ 社会的責任に関する目標を達成するための措置 

中期目標 ３ 社会的責任に関する目標 

法令等の的確な遵守、人権意識の向上など、大学の社会的責任を十分に踏まえた取組を積極的に実施する。 

 

 中期計画 年度計画 業務の実績 自己評価 事務局確認 備考 

３ 社会的責任に関する目標を達成するための措

置 

 

（１）法令等の遵守徹底のための取組 

教職員の倫理意識の向上や人権侵害防止など、法

◆114  教員・学生向けにハラスメント防止のた

めのガイドラインをHPに掲載し、学生向けガ

イダンスや教職員新任者研修で取り上げるな

ど、制度周知をする。また、教職員向けのハラ

スメント研修を行い、その防止に努める。 

◇ 平成29年度版のガイドラインをHPに掲載する

とともに、学生向けガイダンス及び教職員新任

研修において制度周知を行った。（４月） 

◇ 教職員向け研修会を実施した。（１０月） 

Ａ Ａ  



 

- 55 - 

 

令等の遵守を徹底するための取組を行う。 

 

 

（２）男女共同参画推進に関する取組 

男女共同参画の推進に資する取組を行う。 

 

◆115  毎年度実施している内部監査の徹底を図

るとともに、学内法規等の点検を行い、必要な

見直しを行う。 

◇ 内部監査計画を策定した（６月）。 

  内部監査計画に基づき、１０月、１１月に内

部監査を実施した。 

  内部監査結果は、理事長等に報告し、監事に

も情報提供した。 

◇ 講師の廃止に伴い、学内法規等の点検を行っ

た。（９月） 

◇ 学内規則等の改正の要否を、各担当に照会し

て取りまとめ、必要な改正を行った。（１月～

３月） 

 

 

Ａ Ａ  

◆116  不正行為防止計画に基づき教員・学生に

対して研究倫理に関する教育・研修を実施し、

研究活動上の不正行為の防止に努める。 

◇ 新任教職員等を対象にした研究倫理に関する

研修会を開催した。（６月） 

◇ 全教員を対象にした研究倫理に関する研修会

を開催した。（２月） 

 

 

Ａ Ａ  

◆117  男女共同参画推進委員会において、男女

共同参画推進に資する取組を企画・実施する。 

◇ 研究従事時間等調査や研修の整備等、今年度

の取組計画について検討を行った。（５月） 

◇ 本学の取組の参考とすべく、富山大学、東京

女子医科大学への視察を行った。（８月） 

◇ 介護・育児のロールモデルを作成し、学内ホ

ームページに掲載した。（８月） 

◇ 妊娠・出産・子育て・介護支援制度として、

学内に相談員を設置した。（３月） 

◇ 外部講師を招き、研修会を実施した。（２月） 

 

 

Ａ Ａ  
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第７ 予算、収支計画及び資金計画 

 中期計画 年度計画 業務の実績 備考 

１ 予算 

平成２８年度～平成３３年度予算 

（単位：百万円） 

区  分 金 額 

収 入 

 運営費交付金 

 補助金等収入 

 自己収入 

  授業料等 

  雑収入 

 受託研究等収入及び寄附金収入 

 施設整備費補助金 

 目的積立金取崩 

計 

 

１１，５５５ 

９０ 

７，５５７ 

７，１１９ 

４３８ 

 ６６ 

１，２１０ 

３６１ 

２０，８３９ 

支 出 

 業務費 

  教育研究経費 

  人件費 

 一般管理費 

 受託研究等経費及び寄附金事業費等 

 施設整備費 

計 

 

１７，３７５ 

３，４９５ 

１３，８８０ 

２，１８８ 

６６ 

１，２１０ 

２０，８３９ 

 

（注）金額は百万円未満を四捨五入しているため、合計 

金額と一致しないことがある。 

１ 予算 

平成２９度予算 

（単位：百万円） 

区  分 金 額 

収 入 

 運営費交付金 

 補助金等収入 

 自己収入 

  授業料等 

  雑収入 

 受託研究等収入及び寄附金収入 

 施設整備費補助金 

 目的積立金取崩 

計 

 

１，９７１ 

５６ 

１，２５０ 

１，１８９ 

６１ 

１３ 

２３０ 

１２３ 

３，６４３ 

支 出 

 業務費 

  教育研究経費 

  人件費 

 一般管理費 

 受託研究等経費及び寄附金事業費等 

 施設整備費 

計 

 

３，０１２ 

６２７ 

２，３８５ 

３８８ 

１３ 

２３０ 

３，６４３ 

 

（注）金額は百万円未満を四捨五入しているため、合計 

金額と一致しないことがある。 

１ 予算 

平成２９年度決算 

（単位：百万円） 

区  分 金 額 

収 入 

 運営費交付金 

 補助金収入 

 自己収入 

  授業料及び入学金検定料収入 

  雑収入 

 受託研究等収入及び寄附金収入 

 施設整備費補助金 

 目的積立金取崩収入 

計 

 

１，９７１ 

５６ 

１，２６９ 

１，２０７ 

６２ 

８ 

１６９ 

１０８ 

３，５８２ 

支 出 

 業務費 

  教育研究経費 

  人件費 

 一般管理費 

 受託研究等経費及び寄附金事業費等 

 施設整備費 

計 

 

２，７３９ 

５３３ 

２，２０６ 

３６４ 

６ 

１６９ 

３，２７８ 

 

 （注）金額は百万円未満を四捨五入しているため、合計 

金額と一致しないことがある。 
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２ 収支計画 

平成２８年度～平成３３年度収支計画 

（単位：百万円） 

区  分 金  額 

費用の部 
 経常費用 
  業務費 
   教育研究経費 
   受託研究等経費 
   人件費 
  一般管理費 
  雑損 
  減価償却費 
 臨時損失 

２０，３５２ 
２０，３５２ 
１７，５６２ 
３，６１６ 

６６ 
１３，８８０ 
２，１８８ 

０ 
６０２ 
 ０ 

収益の部 
 経常収益 
  運営費交付金収益 
  授業料収益 
  入学金収益 
  検定料収益 
  受託研究等収益 
  寄附金収益 
  施設費収益 
  補助金等収益 
  雑益 
  資産見返負債戻入 
   資産見返運営費交付金等戻入 
     資産見返寄附金戻入 
   資産見返物品受贈額 
 臨時利益 

２０，１４０ 
２０，１４０ 
１１，２６８ 
６，３７５ 

８３２ 
１９４ 
４８ 
１８ 

２７５ 
 ９０ 
４３８ 
６０２ 
３０４ 

６ 
２９２ 

０ 

純利益 
目的積立金取崩額 
総利益 

△２１２ 
２１２ 

０  

 

（注）金額は百万円未満を四捨五入しているため、合計 

金額と一致しないことがある。 

２ 収支計画 

平成２９年度収支計画 

（単位：百万円） 

区  分 金  額 

費用の部 
 経常費用 
  業務費 
   教育研究経費 
   受託研究等経費 
   人件費 
  一般管理費 
  雑損 
  減価償却費 
 臨時損失 

３，５４６ 
３，５４６ 
３，００３ 

６０５ 
１３ 

２，３８５ 
３９３ 

０ 
１５０ 

― 

収益の部 
 経常収益 
  運営費交付金収益 
  授業料収益 
  入学金収益 
  検定料収益 
  受託研究等収益 
  寄附金収益 
  施設費収益 
  補助金等収益 
  雑益 
  資産見返負債戻入 
   資産見返運営費交付金等戻入 
     資産見返寄附金戻入 
   資産見返物品受贈額 
 臨時利益 

３，４２９ 
３，４２９ 
１，９１１ 
１，０７１ 

１３９ 
２７ 
８ 
５ 

４５ 
５６ 
６１ 

１０６ 
５４ 
３ 

４９ 
― 

純利益 
目的積立金取崩額 
総利益 

△１１７ 
１１７ 

― 

 

（注）金額は百万円未満を四捨五入しているため、合計 

金額と一致しないことがある。 

 

２ 収支計画 

平成２９年度決算 

（単位：百万円） 

区  分 金  額 

費用の部 
 経常費用 
  業務費 
   教育研究経費 
   受託研究等経費 
   人件費 
  一般管理費 
  財務費用   
  減価償却費 
 臨時損失 

３，２２５ 
３，２２５ 
２，７０９ 

５００ 
３ 

２，２０６ 
３４１ 

３ 
０ 

１７２ 
― 

収益の部 
 経常収益 
  運営費交付金収益 
  授業料収益 
  入学金収益 
  検定料収益 
  受託研究等収益 
  寄附金収益 
  施設費収益 
  補助金等収益 
  雑益 
  資産見返負債戻入 
  資産見返運営費交付金等戻入 
資産見返補助金等戻入 
   資産見返寄附金戻入 
  資産見返物品受贈額 
 臨時利益 

３，３６５ 
３，３６５ 
１，８７５ 
１，０７１ 

１４５ 
３２ 
３ 
２ 

３５ 
３３ 
６２ 

１０６ 
５１ 
３ 
３ 

４９ 
― 

純利益 
目的積立金取崩額 
総利益 

１４０ 
１０８ 
２４７ 

 

（注）金額は百万円未満を四捨五入しているため、合計 

金額と一致しないことがある。 
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３ 資金計画 

平成２８年度～平成３３年度資金計画 

（単位：百万円） 

区分 金額 

資金支出 
 業務活動による支出 
 投資活動による支出 
 財務活動による支出 
 次期中期目標期間への繰越金 

２０，８３９ 
１９，１３６ 
１，３８３ 

３２０ 
０ 

資金収入 
 業務活動による収入 
  運営費交付金による収入 
  授業料等による収入 
  受託研究等収入 
  補助金等収入 
  寄附金収入 
  その他の収入 
 投資活動による収入 
 財務活動による収入 
 前中期目標期間よりの繰越金 

２０，８３９ 
１９，２６８ 
１１，５５５ 
７，１１９ 

４８ 
９０ 
１８ 

４３８ 
１，２１０ 

０ 
３６１ 

  

（注）金額は百万円未満を四捨五入しているため、合計 

金額と一致しないことがある。 

 

 

３ 資金計画 

平成２９年度資金計画 

（単位：百万円） 

区分 金額 

資金支出 
 業務活動による支出 
 投資活動による支出 
 財務活動による支出 
 翌年度への繰越金 

４，００９ 
３，２９３ 

２９０ 
６０ 

３６６ 

資金収入 
 業務活動による収入 
  運営費交付金による収入 
  授業料等による収入 
  受託研究等収入 
  補助金等収入 
  寄附金収入 
  その他の収入 
 投資活動による収入 
 財務活動による収入 
  前中期目標期間よりの繰越金 

４，００９ 
３，２９０ 
１，９７１ 
１，１８９ 

８ 
５６ 
５ 

６１ 
２３０ 

― 
４８９ 

 

（注）金額は百万円未満を四捨五入しているため、合計 

金額と一致しないことがある。 

 

 

３ 資金計画 

平成２９年度決算 

（単位：百万円） 

区分 金額 

資金支出 
 業務活動による支出 
 投資活動による支出 
 財務活動による支出 
 翌年度への繰越金 

４，９６８ 
２，９６１ 
１，１６９ 

６２ 
７７６ 

資金収入 
 業務活動による収入 
  運営費交付金による収入 
  授業料等による収入 
  受託研究等収入 
  補助金等収入 
  寄附金収入 
  その他の収入 
 投資活動による収入 
 財務活動による収入 
  前中期目標期間よりの繰越金 

４，９６８ 
３，３１５ 
１，９７１ 
１，２０７ 

４ 
５３ 
５ 

７５ 
１，０８１ 

― 
５７２ 

 

（注）金額は百万円未満を四捨五入しているため、合計金額と

一致しないことがある。 
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第８ 短期借入金の限度額 

 中期計画 年度計画 業務の実績 備考 

１ 短期借入金の限度額 

  ５億円 

 

２ 想定される理由 

  運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等に

より緊急に必要となる対策費として借り入れるこ

とが想定される。 

１ 短期借入金の限度額 

  ５億円 

 

２ 想定される理由 

  運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等に

より緊急に必要となる対策費として借り入れるこ

とが想定される。 

 

 

 

 

 

◇ 借り入れの必要なし  

第９ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

 中期計画 年度計画 業務の実績 備考 

 なし  なし ◇ なし 

 

 

 

 

第１０ 剰余金の使途 

 中期計画 年度計画 業務の実績 備考 

決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の

質の向上及び組織運営の改善に充てる。 

決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の

質の向上及び組織運営の改善に充てる。 

◇  平成２８年度決算において計上した当期総利益 

２６０百万円を教育研究の質の向上及び組織運営の改

善積立金に充てた。 
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第１１ 公立大学法人埼玉県立大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則で定める事項（第４条関係） 

 中期計画 年度計画 業務の実績 備考 

１ 施設及び設備に関する計画 

整備の内容 予 定 額 財 源 

施設及び設備の

大規模改修 

総額 

１，２１０百万円 

施設整備 

費補助金 

（注）金額については見込みであり、中期目標を達成

するために必要な業務の実施状況を勘案した施設及

び設備の整備や老朽度合に応じた改修等が追加され

ることがある。なお、施設整備費補助金の具体的な額

については、各事業年度の予算編成過程等において決

定される。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 法第４０条第４項の規定により業務の財源に充

てることができる積立金の処分に関する計画 

  積立金は、教育研究の質の向上及び組織運営の改

善に充てる。 

 

 

３ その他法人の業務運営に関し必要な事項 

    なし 

１ 施設及び設備に関する計画 

整備の内容 予 定 額 財 源 

･屋根防水関連工事 

・外壁改修工事 

・塗装関連工事 

・自動制御設備更新 

・講堂ＡＶ設備更新 

・電気時計設備更新 

・照明設備更新 

・ネットワーク整備更新 

・空気調和設備更新 

・ポンプ設備更新 

・厨房設備更新 

総額 

２３０百万円 

施設整備 

費補助金 

  
 
 
 

２ 法第４０条第４項の規定により業務の財源に充

てることができる積立金の処分に関する計画 

 

  積立金は、教育研究の質の向上及び組織運営の 
 改善に充てる。 

 

３ その他法人の業務運営に関し必要な事項 

    なし 

◇次のとおり工事が及び設計委託が全て完成した。 

整備の内容 発注済額 財 源 

・屋根防水関連工事 

・外壁改修工事 

・塗装関連工事 

・自動制御設備更新 

・講堂ＡＶ設備更新 

・電気時計設備更新 

・照明設備更新 

・ネットワーク整備更新 

・空気調和設備更新 

・熱交換器改修 

・ポンプ設備更新 

・厨房設備更新 

・設計委託 

   2,484千円 

   26,460千円 

 

     34,992千円 

10,152千円  

4,968千円 

2,051千円 

18,360千円 

44,280千円 

4,848千円 

8,986千円 

4,082千円 

7,698千円 

施設整備 

費補助金 

 
 

◇ 国際交流や施設の安全対策など「教育研究の質の向上

及び組織運営の改善」のため、前中期目標期間繰越積立

金１０８百万円を取り崩した。 

 

 

 構成する小項目別評価の結果 事務局 自己評価 Ｓ又はＡの割合 

 Ｓ：年度計画を上回って実施している。 0 0 

100%→100% 
 Ａ：年度計画を十分に実施している。 11 11 

 Ｂ：年度計画を十分には実施していない。 0 0 

 Ｃ：年度計画を実施していない。 0 0 
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 特記事項 備考 

なし  

 

 大項目評価（大項目の進捗状況） 備考 

 

１ 施設設備の整備等 

施設設備の定期的な点検及び必要な施設・設備の修繕を行うとともに、大規模改修６カ年計画に基づく工事を計画的に執行した。 

 

２ 安全管理 

  自己点検や情報セキュリティ研修等を通して、情報管理の適正化を図った。 

 

３ 社会的責任 

男女共同参画推進委員会では、妊娠・出産・子育て・介護への支援を充実するため、学内に相談員を設置することとした。また、学内の男女共同参画に対する

機運を醸成するため、外部講師を招き研修会を実施した。 

 

 

 


